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第2回定例会会議録 

 

平成２６年  ６月１０日（火） 

開  議  午 前 １ ０ 時 ０ ０ 分 

○議長（笹沢  武君）   おはようございます。  

 これより、本会議を再開いたします。  

 だたいまの出席議員は、１４名、全員の出席であります。  

 理事者側でも、全員の出席であります。  

 直ちに本日の会議を開きます。  

 

－－－日程第１  一般質問－－－    

○議長（笹沢  武君）   日程に従いまして、これより一般通告質問を続行いたします。  

 

頁  通告番号  氏    名  件        名  

１６７  ７  古  越    弘  

御代田町土地利用の現状と見通し対策

は  

進まない地元要望とりまとめについて  

１８７  ８  市  村  千恵子  

新クリーンセンター建設は住民合意を

もとに  

防犯灯補助の増額を  

１９８  ９  井  田  理  恵  

優しさと“たくましさ”を備えたまち

づくりに向けて  

産業・事業を守り立てるトップセール

スを  

南小学校改修工事で、プール改修は  

 

 通告７番、古越  弘議員の質問を許可いたします。  

 古越  弘議員。  

（１３番  古越  弘君  登壇）    

○１３番（古越  弘君）   おはようございます。  
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 通告７番、議席番号１３番、古越  弘です。  

 今回、私は御代田町土地利用の現状と見通し対策についてと、進まない地元要望

取りまとめについての２問を、質問をいたします。  

 当町も誕生以来約６０年、人口も多尐の紆余曲折を経て以来、着実に増加、発展

し続けてきましたが、全国的な尐子高齢化と人口減尐が、我が町にも想定されます。  

 町外から土地を求めて来訪する人たちの多くは、長野県は長寿県であり、特に佐

久地方は日照時間も長く、気候も良く、交通アクセスも首都圏にも便利であるとい

う事情等から、佐久市、小諸市、軽井沢町等に土地を当たってみると、当町が他市

町よりも土地価格が安く魅力があるとのことで、取得希望地を尋ねると、眺望がよ

く環境も優れ交通の便もよいサンライン沿いを希望する人が多い。しかしサンライ

ン沿いは農業振興地域であり農地以外の活用はできない旨申し上げてお断りをして

いると、不動産会社が嘆いておりました。  

 幸い当町は人口が増加しているが、将来を見越すと楽観はできない。移住希望者

が見込める今、遊休荒廃農地等の現状を踏まえ、農業振興地域の見直しが必要と考

えます。これにより住宅を建設していただき、固定資産税、都市計画税の優良財源

が確保できるのではと考えております。  

 そこで、質問をいたします。  

 この１０年ぐらい、土地の動向推移はどうなっているかお尋ねをいたします。形

的には農地が現状どのぐらい減っているとか、宅地がどのぐらいふえている、ある

いは工業用地についてはどうなっているとかという。  

 もう一点、農家戸数の数と、農家の今平均従事者の平均年齢がわかりましたら、

お答えを願います。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

 場内大変蒸し暑くなっておりますので、上着を脱ぐことを許可いたします。どう

ぞ。  

（産業経済課長  飯塚  守君  登壇）    

○産業経済課長（飯塚  守君）   それでは、私のほうから農家人口、それから農地の転用

等についてお答えしていきたいと思います。  

 御代田町の農家数ですが、農センサスによりますと、３０ａ以上の経営または

５ ０ 万円 以上 の 販売金 額 のあ る農 家 数は、 平 成１ ２年 ５ ２８戸 、 平成 １７ 年
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３９８戸、平成２２年３３６戸であり、１０年間で１９２戸、３６ .３％の減尐と

なっておる状況でございます。  

 農地の面積の推移ですけども、統計白書によりますと、田の面積は平成１６年度

３ .４６ km２に対し、平成２５年度３ .４１ km２であり、１０年間で０ .０５ km２の減

尐、畑の面積は平成１６年度７ .６ km２に対し、平成２５年度７ .５ km２ であり、

１０年間で０.１km２の減尐となっております。田畑合わせて１０年間で０ .１５km２の

減尐となっておる状況でございます。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   それでは、そこの農地の減ってる地籍はどこが一番多いか。要

するに農転をかけている土地の関係はどの地域が多いですか。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   ただいまの御質問は転用した件数で、どこが多いかとい

うことですけど。  

 平成元年度から平成２６年度４月分までの農地転用の件数と面積で言いますと、

一番多いのは塩野地区、大字で塩野地区です。２０１件の件数で、面積は８万

１ ,４６５ｍ ２、そのうち農振除外につきましては２万１ ,８４５ｍ ２となっており

ます。済いません、それから御代田につきましては５９８件で、２５万２,７５４ｍ２の

農地転用のうち、農振除外は５ ,９６６ｍ ２。馬瀬口につきましては２４６件で、

９万４,２３２ｍ２の農地転用のうち、農振除外は８,５９９ｍ２。あと農地転用は、面

替で１０件で４ ,０２２ｍ２、農振除外はございません。豊昇で６件で１ ,６２０ｍ２、

農振除外３８６ｍ ２。広戸で２件で５３５ｍ２、農振除外は４４１ｍ ２となっておる

状況です。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   そうすると、やはり農振の除外、農転がかけているとこってい

うのは小沼地区、旧って言うか、今でも小沼地区は小沼地区ですが、小沼地区が多

いということですね。結果から見てね。  

 それと御代田町では農振地域の指定はいつ、誰が、どのような調査を経て実施し

たものだか、お答えを願います。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   御代田町の農業振興地域の指定につきましては、昭和
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４６年１２月２０日に指定となっております。  

 町のほうで現地調査等を行いまして、国土利用計画との整合性も図って、農業振

興地域の指定について県と協議をした上で、指定となっております。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   すると、農業区域の指定をしたときには説明は別にしなかった

っていうことですね。地権者というか農業者には。  

 それでまたもう一点。なぜ山林原野または耕作不敵地までのかなりの傾斜地が、

振興地域に入っておりますが、これの形はかなり、今思うとずさんにやったのでは

なかろうかと、こんな感じを受けるわけです。  

 それでもう続いて、過去においてこの見直しの議論というものは、あったのかな

かったのか。お答えを願います。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   昭和４６年当時につきましては、現地調査を行い、それ

で計画の縦覧等を行い、計画設定を行ってきたと考えております。  

 それで、山林等の状況につきましては、当時は畑であったものが、年々農業者の

高齢化や耕作不便地については荒廃状態となって、山林化していったものと考えま

す。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   山林化、それはだんだんに広大になってきたってことはわかり

ます。  

 そうすると、その間はほっといて、見直しというのは何年に１度とかそういう見

通しはなく、現状出てきたら見直しをするのか。あるいは出てきたまんま、そのま

ま残しておくのかっていうことはどうなっておりますか。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   昭和４６年度制定以来、計画の見直しにつきましては平

成元年、それから平成９年に直近では行っておりまして、今の計画書は平成１０年

３月に計画書として示されております。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   そうすると、この農振の指定をすることによって、農業者はど

んな利益を得たと考えておりますか。  
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○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   農業者が受けた利益ということでございますが。農業生

産性を高めるため、区画整理、農道整備、水路改良、水路排水の処理施設等の土地

基盤整備や、生産から流通、加工に至るまで、立体的にしかも消費者のニーズの変

化に対応できる施設の整備を行うほか、中核農家への農地の流動化を図ってきまし

た。また、農村集落の持つ機能を活用しながら健全な生活を送れるよう、集会施設

等の整備等、農村地域工業等導入事業による企業の誘致を推進し、町内での安定的

な就業の場を確保してきました。これらのことが利益と考えております。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   そうするとね、さっきの言った基盤整備とかそういう形、これ

は急傾斜地とか、およそ農地にふさわしくない土地を、そういうふうに指定をして

おりまして。現在その形が基盤整備も何もされなくて、荒廃農地としてる。あるい

はまた山林化しているということはどういうことになるんでしょうかね。  

 形的に農地として利用できるところを考えたのではなく、一切合財農地に含めて

しまった。そんな感じの調査というか、決定をしたのではなかろうかと、こんな気

がいたしますが。これはもっとも以前の人がやったことですから、今はちょっとわ

かならいかと思います。その点も含めまして、今度変えるときにはしっかりと、や

っぱり農地は農地として利用できるところを農地としておかないと、後で大変な問

題というか、遊休荒廃農地がふえたということにカウントされてしまうのではなか

ろうかと、このように考えております。  

 町の第２次国土利用計画によると、公共の福祉を優先、健康で文化的生活環境の

確保と均衡ある発展を目的とした行政上の指針であると書いてあります。各種の法

律に基づいたものだが、長野県計画や町の基本構想の改訂、社会情勢等の重要な変

動があれば見直しもするとなっております。  

 全町を４区域に分けてあり、北部地区のうちの小沼地区は平成５年３月の浅間サ

ンラインの開通で交通量の増加と、上田、軽井沢方面への利便性が増したが、沿線

は農振・農用地であるが、既存の別荘地や住宅地もあり、この調和をどうとるかと

いうことが書いてありますが。これをどうとるかという形はどういう意味でしょう

か。このまま残してやるのか、あるいはそのまま農振を外していくというのですか。

あるいは、そのとこは、いずれ時期が来たらまた農振をかけるというか、宅地から
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は変えていこうというか、どういう考えをお持ちでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長  土屋和明君  登壇）    

○企画財政課長（土屋和明君）   国土利用計画第２次になりまして、当町では平成２２年

度に国土利用計画第２次御代田町計画を策定して、土地利用の町の土地の利用の基

本方針としてきていることは、今古越議員おっしゃるとおりでございます。  

 その中で、今お話いただいたように、町土は現在及び将来における町民の限られ

た貴重な資源であり、生活及び生産等諸活動を支える共通の基盤とし、土地利用に

ついては地域の自然的条件、社会的条件、経済的条件及び文化的条件を踏まえ、公

共の福祉を優先させつつ、健康で快適な生活環境の確保と地域の特性を生かした均

衡ある発展を図ることを基本理念とし、総合的かつ計画的に行うものとしてきてお

ります。  

 この辺は今議員おっしゃられたとおりです。  

 計画の中では、町内を市街地整備ゾーン、要するに都市計画の用途地域等が住

宅・住居系の用途だとか、そういったエリアのことだと考えられますが。市街地整

備ゾーンそれから田園ゾーンということで農地的なエリア、それから農業的土地利

用の調整ゾーン、ここは農業的な利用からほかの利用に見直す状況も含まれると、

調整ゾーンですからそういうことですね、土地利用調整ゾーン、それから森林保全

ゾーンの５つのゾーンに大きくイメージ的に分けて、計画はされてございます。こ

ういうふうに分けて、町土の適切かつ機能的な利用の推進に努めてきておるところ

でございます。  

 また、国土利用計画法、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律等々の土

地利用関係法令、それから町の環境保全条例、都市計画農業振興地域整備計画、地

域森林計画等の各種土地利用計画との整合を確保し、総合的かつ計画的な土地利用

を図ってきておるところでございます。  

 今お尋ねの、例えばサンライン沿いの農業振興地域の除外というような状況も、

基本的には今すぐどこをという話にはなってございませんけれども、必要があれば、

それと今申し上げましたような、地域の自然やそういった諸条件を勘案しながら進

めていくべき仕事かと思っておりますので、漠然としたお答えですが、全く見直さ

ないということではありませんけれども、今申し上げた基本方針は、基本的に変わ
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ることはないという状況で、今の段階で計画の見直しについては考えてはおりませ

ん。以上でございます。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   基本的に考えてはいないということは、それは初めに町が示し

た方針ですから当然だと思います。それでね、中に塩野、馬瀬口の農業振興地域内

は優良農地として振興すると記し、それ以外の農用地は転換の可能性も残すと書い

てあります。したがいまして、優良農地を残すという形ですが、先ほども言ってお

りました未圃場整備農地をどう振興するのか。あれによりますと圃場整備をすると

いうような形も書いてございます。結構未圃場、まあ未整地もあります。その形は、

今現在はどういうふうに考えておりますか。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   お答えします。  

 農業振興地域の農用地につきましては、１０ haを基準としてそれ以上を超える集

団的農地については、保全すべき農地として定められておりますが。その中でも町

の小規模改土事業等や、また地域等の要望を聞いた上で、農道整備や構造改善につ

いては検討をしていかなければならないかと思います。実際に農業をやって生活の、

農業収入が上がるような、今後も引き続き農業ができるような政策を、今後、地域

とも検討して進めていきたいと考えております。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   結局、形的にはあるけど実際にはまだやらないっていうことで

すよね。計画が何年にやるとかっていう形もございませんし。  

 どの地域から始める、あるいは私も前から言っておりましたが、小規模の方に対

して何とか町で助成をして、道とか未整備地は、隣近所をよくするということが一

番の基本だと思います。したがいまして、曲がりくねっているとか段差があるとか、

そういう形のものは、地権者たちが自分たちやったものに対して補助をしてもらい

たいっていうことを、前もお願いをしたことがございました。  

 どういうことかっていいますと、やっぱり一番お金がかかるのが測量と登記でご

ざいます。その形を町で見てもらえれば、あとの整備というものは自分たちで直し

てやってもらえばできるという、そうすればえらい大したお金もかけなくても、自

分たちがつくりますから後の問題も非常に尐なくなりますし。そんな方法はどうで
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すかという提案をいたしましたが、その形も出ておりません。  

 したがいまして、大きく整備するといって言われましても、簡単には聞くことで

はできないのではなかろうかと、このように感じております。  

 また、転換の可能性を残す農用地を現在どう考えているか。先ほど企画財政課長

がお答えをいたしましたから、そのことに関しては現在はまだ見直すつもりはない、

しかし将来については見直しもあるというふうに受け取ってよろしいですね。  

○議長（笹沢  武君）   土屋企画財政課長。  

○企画財政課長（土屋和明君）   お答えをいたします。  

 先ほどの質問ともちょっと重複するところなんですが。  

 お求めになるのは確かにサンライン沿いですと、眺望だとかそういったことは確

かにいいということはよくわかります。ですが、町は町として、全体のバランスと

いう状況の中で、まだまだ新たな住宅用地とするところは住居系、要するに用途を

指定したエリアに住宅を集積させることが、総合的に見てバランスのいい状況にな

るわけで。サンライン沿いの両側だけをそういう住宅地にしても、今度は排水だと

かそういったいろんな問題が出てまいります。ですから見直しを行うということは、

部分的に見直しをするんでなくて、町全体計画の中で見直しをしていきませんと。

そのときに開発をするっという状況だけで、あとの流末の処理ですとか、総合的な

ところが、特に標高の高い場所ですから、流末の処理だとかそういったことを総合

的に判断してでないと、そういう見直しははっきり申し上げできないというふうに

思います。  

 それから、先ほどの農地の、小規模の交換分合みたいなお話だと思うんですけれ

ども。それにつきましても、町の環境保全条例による届け出をきちっといただいて、

それで、その土地改造によって、災害が発生しないような措置をきちっととってい

ただかなければなりませんから。そういう安易な事業ではないように、私は思いま

す。以上でございます。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   このね、見直しという形は、先ほどサンラインが出ましたが、

これから申しますが。  

 中西部地域と分けてある農業地域ですが。御代田佐久線の北側地域は農業基盤整

備事業を導入する計画を始め、他の用途への転換の可能性もあると書いてあります
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よね。そういうこと形ですからサンライン沿いだけの話だけではないんですよ、形

がね。その形が、今現状が農振から外れているとこは、ちょっと店というかもんが

できたり、住宅ができたりしとります。ということは、あの辺の形というものも見

直すという時期は、あなたいつあるのかないのか。  

 また、今の時期でないと、これから人口減尐によって、宅地も欲しがる人が減っ

てきたときには、もう宅地がどんなに供給されても人間がないからいらないよって

なる前に、そういう欲しいとこがあったら変えていったらどうかな、全体で見直し

たらどうかなという感じでございます。  

 したがいまして、まず、農業基盤整備事業の計画はその地帯に書いてありますが、

本当にあるんですか、ないんですか。  

○議長（笹沢  武君）   内堀豊彦副町長。  

（副町長  内堀豊彦君  登壇）    

○副町長（内堀豊彦君）   ちょっと私も第１次の土地利用計画、それから２次、３次、

４次の長期振興計画をつくってきた立場から、それとあと農振のことについて、御

代田町の流れについて、ちょっと簡単に御説明させていただきます。  

 まず、先ほど産経課長が答えてきた内容の中で、ちょっと明確に分けてないこと

が幾つかありますんで、これちょっと御説明しときますけれども。  

 いわゆる農振農用地の中の農地と、それから都市計画区域内の中の農地と、これ

は全く、同じ農地であっても違う農地でありまして。都市計画区域内の農地、これ

は都市計画ということで、例えば住居系の用途であれば住宅を建てる用地というこ

とで、まあ転用はこれはすぐにできると。それから、農振農用地内の農地というの

は、農業振興するための農地ということでありますので、これは転用は簡単にはで

きないということになります。  

 先ほどのお話の中で、いわゆる町の仕事としてやらなければいけない仕事の中で、

平素行っているのが一般管理ということで。この一般管理につきましては、例えば、

息子がうちを建てるよというときに５００ｍ ２だけ農地から宅地にしたいよという

ときやら、これは届け出を出していただいて、農振を除いて、その後農地転用をか

けてうちを建てるという。これ普通、通常的に行っていることです。  

 そのほかに、特別管理というものがありまして。この特別管理と申しますのは、

先ほどから議員がおっしゃっているように、やはり社会的な状況の変化、例えば前
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は農地で使っていたけれども、今は農地で使っていない、例えば山引きの山林にな

っちゃいましたよとか。それから沢の部分のとこで、今までは農家の皆さんお米つ

くっていたけど、なかなかもう沢で作業が大変だからつくらないよというものにつ

いては、やはり５年から１０年のそのくらいのスパンの中で、御代田町の状況をき

ちんと調査して、その中で変えるべきは変えていくという。これは制度上の問題と

して、問題っていいますか、制度上そういうものはあります。ですからこれはきち

んとやっていかなければいけないことだと思います。  

 特に、生産性の高い農地については、これは農地として使っていかなければいけ

ないですけれども。そうではなくて遊休荒廃地化、遊休荒廃地っていうのはいろい

ろな種類あると思いますけれども。先ほど言いましたように傾斜地だとか、それか

らもう山林化しちゃって使えないとか、それから高齢化して今できないというよう

な、いわばその地理的な条件や、地形的な条件や、社会的な条件がある中のものに

ついては、そういうことを、これは制度としてやる制度がありますので、これはき

ちんとやっていかなければならないことだと思います。まず、ここの部分のところ

はしっかり押さえておきたいと思います。  

 実はこれいつやったかっていうと、新幹線が御代田町通過したときに、例えば新

幹線通過したことによって、大胆に御代田町の農地を割っていったわけですけれど

も、あの部分は農振地域通ってますので、その除外をしたりとか。それから大きな

道路が通ったとか。そういう大規模開発等があったようなときには、これ制度上こ

れをきちんとやるということになっております。  

 それから社会的な変化が起きたときには、やらなければいけないっていうことに

なっておりますんで。当然これの見直し等については、これはやっていかなければ

いけない。あくまでも、それは現況調査した上でやっていかなければいけないとい

うことになると思います。  

 それとあわせまして、先ほどから企画財政課長が答弁している内容は、もうまこ

とにそのとおりなんですけども。この土地利用計画っていうのも、これよく見てい

ただいて、よく読んでいただければわかると思うんですけども。今おっしゃってい

ただいている部分のとこっていうのは、農業的土地利用調整ゾーンっていうのと、

恐らく土地利用調整ゾーン、多分このところのことをおっしゃってると思います。  

 この農業的土地利用調整ゾーンっていうのはどういうところかといいますと、ま
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あこれ図面を見てもらうとわかるんですけれども。今ですね、農振の用地がかかっ

ているけれども、農業的土地利用からいろいろ諸条件等が整ったときに、農業組合

等との団体や行政との調整のもとに必要な措置を講じていきますよということで。

どこをやったかっていうと、やまゆり工業団地がここのところに該当するとこで、

あそこの５ .７ haにつきましては農業的土地利用調整ゾーンっていうことで、農村

地域等工業導入促進法って法律に基づきまして５ .７ ha、あそこのところを農振の

用地から、いわゆる宅地ですね、工場用地に変えたということがあります。  

 それからサンライン沿い、それからサンラインよりは上、ここがまあ土地利用調

整ゾーンっていうことでありまして。ここのところにつきましては、森林保全ゾー

ンと農業的土地利用調整ゾーンとの境にあり、千曲川高原リゾートの指定を受けた

経緯がありますが、水源保全それから保安人等の指定も受けていることから開発に

なじまない地域です。しかし、社会経済の流れの中で、水源の涵養や防災等に留意

し、自然保護の立場から人為的利用と自然との緩衝帯として計画的に整備する可能

性もありますということです。ですから可能性がありますということで、実はあそ

このところに別荘がたくさんあります、現実的にはね。ただ、一番心配なのは、そ

こでの排水の問題とか防災の問題がありますので、そういうことがクリアして、そ

ういうことの中で計画的に進めるということがあるのであれば、可能性としてはこ

このところに可能性がありますということになっております。  

 で、この土地利用計画っていうのが、御代田町の土地計画の、いわゆる土地利用

の最上位計画です。この計画と同じ全く計画が、長期振興計画の土地利用計画に載

っておりまして、その下のところに都市計画法の都市計画とそれから農振計画とい

う法律がありまして、御代田町は真ん中のところが緑色だとか、主に、主にですよ、

けれども御代田地区を中心にして緑色に塗ってあったり、準工だったり、それから

ピンクに塗ってある商業地域があります。その周辺のところが農振地域になってい

まして、それで優良等になっているところについては、農振の農用地という形にな

っておりますので。  

 今申し上げたような形の中で、町としてもやるべきことはきちんとやり、それか

ら整え、いろいろの条件、調整が整ったり、いろいろなことができるようになった

ときに、または、するようになったときにはそれができる、できるといいますか、

可能であるということになっておりますので。御代田町のいわゆる土地行政の全体
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の構造をちょっと御理解してもらった上で、町としてもやるべきことはしっかりや

っていく、それでまた御提案いただくことは御提案していただくというふうに考え

ていただければありがたいと思います。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   先ほど言いました、では農業で振興する地域の基盤整備事業と

いう計画があるという形に書いてありますが。優先順位とかそういうものがあって、

もし今度やるとするならばどこから手をつけるとか、そういう計画はありますでし

ょうか。  

○議長（笹沢  武君）   飯塚産業経済課長。  

○産業経済課長（飯塚  守君）   現在計画はありません。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   ということは絵に描いた餅であって、現実にはその農地はその

まんまに使いなさいと、形が悪くてもやってもらいたいと。もし計画があるんだっ

たら、その計画はどのように地権者に説明をして進めていくのかとお聞きをしよう

と思いましたが。ないということになれば聞くわけにはまいりませんから、これは

仕方がないと、こういうことになります。  

 それと１点目、ちょっと小沼地区に在住する古老と話す機会がございまして、い

ろいろお聞きをいたしましたので、これから申し上げることは古老の言ったとおり

に申し上げます。  

 「小沼地区は御代田町のびしゃり者だ。小沼地区は都市計画なる税金を取られて

も、利益も尐ないし、住民の頭数からいっても、伍賀地区や御代田地区と比べても

頭数は多いはずだし、住民税という税金も多く納めているはずだ。御代田町の地図

を広げてみなんし。特に小沼地区のうち塩野などは、南北に広がっている部落で小

路と呼ばれる道があるが、道幅がないので軽自動車のよけ違えができるような道が

ちょうどっこないありさまだ。御代田町も営林署から塩野苗畑を高い金を払い借り

受けたが、生きた方法を考えているのわかんねえがな。部落がよくなるのは、まず

道だんべえ。サンラインから塩野の部落の真ん中を北から南に縦割りにし、国道

１８号線につなげる道路をあければ、連絡もよくなり農振じゃなければ買い手は幾

らでもあらあな。こんなことを言ったって、町の御大将は年寄りの寝言ぐれいにし

か思わねえかもしれねえが、町の御大将に聞かせてやりてえなあ。小沼は伍賀や御
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代田に比べても、土地は広いし、手をかけなくても税金の上がる有名な大浅間ゴル

フ場もあるし、名の通った真楽寺もある。観光にも不足はねえ。町の御大将もちっ

たあ考えてくれねえと小沼は御代田町にさよならして、隣の軽井沢町でも拾っても

らうことを考えてもよかんべえ」と申しておるのには正直驚きました。  

 古老という言葉の使い方は適当でないかもしれませんが、年老いた人の中にもこ

のような考えをお持ちの方がおることをお知らせをして、この質問を終わります。  

 次に、進まない地元要望の取りまとめについてを質問します。  

 新佐久クリーンセンターは、当初計画より半年の遅れが生じ、４月予定であった

４市町による一部事務組合設立が１０月に延びた。この設立にも今月開催中の市町

議会の一部事務組合規約の同時可決承認が必要である。町長は地元の面替地区の賛

成同意が最優先と言ってきたが、４市町理事者会議での再三の取りまとめの要請に

も結論が出せないのはなぜか。どのような経緯をたどり、現在に至っているのか。  

 まず、町長にお聞きします。町長はこの事業に政治生命をかけると言っておりま

したが、今もいささかも、このようなことに迷いも狂いもございませんか。  

○議長（笹沢  武君）   茂木祐司町長。  

（町長  茂木祐司君  登壇）    

○町長（茂木祐司君）   お答えいたします。  

 前から申し上げておりますように。この課題は御代田町の将来に大きな影響を与

える課題だというふうに考えておりますので。今、最重要課題としてこの事業の達

成に、政治生命をかけて取り組んでいるというふうに申し上げさせていただいてお

ります。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）    それでは、町長の考える政治生命をかけるとはどのようなこ

となのか、具体的かつはっきりと御答弁を願います。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   それは成し遂げるという意味だというふうに思っています。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   成し遂げるということは、一部事務組合に入って、そこで一緒

に仕事ができればそれで終わったと、こういう解釈でよろしいでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  
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○町長（茂木祐司君）   最終的には地元あるいは周辺の地域の皆さんの建設同意をいただ

いて、そして建設に進むと、建設を完成させるということをもって、責任というふ

うに考えております。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   それでは、まず、町民益になる形で進めていく、そういうこと

も明確に答えていただきたかったわけでございます。  

 ただ入って一緒に処理ができればいいと、そういうものではなくて、町長いつも

言っております、町民益になる、だからいろいろ考えた結果こうなって、最終的に

いいんだと。何が何でも、ただ入って一緒になりさえすればいいという考え方では

なく、ぜひそういう形で町民益ということも十分考慮をして、これから進めていっ

てもらいたいと思います。  

 まず、私が考える政治生命とは何かと言いますと、政治生命「生きた命」と書い

てございますから、生きた命というものは１つしかございません。ということは

１度失うと２度と再び蘇生することなく永久に葬り去られることだと、私は考えて

おります。肝に銘じて処遇に当たってもらいたいと思います。  

 それでは、これまでの、今日までの面替地区の対応状況について説明を願いたい

と思います。  

○議長（笹沢  武君）   荻原  浩町民課長。  

（町民課長  荻原  浩君  登壇）  

○町民課長（荻原  浩君）   それでは、面替区の状況についてお答えいたします。  

 面替区の皆さんは、集落から５００ｍほどの極めて近い場所に、ごみ焼却炉とい

う迷惑施設が建設されるという事態に現在も非常に困惑しておられます。  

 当初は要望書を提出すること自体が、焼却炉の建設を認めてしまうことにつなが

ってしまうといった慎重論があり、要望の聞き取りにも踏み切れない状況にありま

したが。４月２７日に開催されました、面替区・佐久市ごみ処理施設建設対策協議

会におきまして、多くの不安や不信が残る中ではありましたが、ようやく町全体の

ごみ処理のためにやむを得ない、仕方がないといった方向が決まり、５月１０日を

提出期限に面替区としての要望事項のアンケート調査を面替区が全区民対象に実施

いたしました。  

 アンケートの回収を、５月１５日に第１回の面替区要望検討委員会、これは委員
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６名でございますが開催されまして、要望事項の整理及び今後の進め方等について

協議がされました。その後５月２２日には第２回の検討委員会、５月２８日には第

３回の検討委員会、６月６日には第４回の検討委員会が開催されてきております。  

 その間にも、５月１３日には面替区役員、佐久市新クリーンセンター整備推進室、

御代田町町民課によります第６回目となる三者会議が開催され、５月２１日には第

７回の三者会議、５月２９日には第８回の三者会議が開催されており、そのほかに

も随時面替区の役員さんと打ち合わせを行ってきております。  

 面替区の皆さん、特に役員さんはこれほどの労苦を費やしている最中であるにも

かかわらず、中心的な事業主体である佐久市の状況について、最近も何回かの新聞

報道がございましたが、温浴施設に関することばかりで肝心の焼却炉の議論はどう

なっているのかと、ますます疑問や不信が増してしまい、なかなか本来の要望事項

の検討に集中できないという状況を余儀なくされております。  

 以上のような状況でございますので、当町の方針といたしましては、これらの疑

問や不信の払拭に努め、面替区のペースを重要視しながら今後も面替区の要望事項

の取りまとめに協力してまいりたいと考えております。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   それでは、町長の議会の報告についてを確認をします。  

 去る４月８日火曜日１０時４５分より、議会全員協議会が開かれ、町長より新ク

リーンセンター整備に関する経過と今後の対応について説明があり、３月１４日、

１市３町の理事者会議において、地元要望は４月１５日予定の１市３町の理事者会

議で協議されると説明をしました。  

 まず１点、誰がどの時点で要望を取りまとめてほしいと言ったのかお聞きをいた

します。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   日程の設定は事務局案として提起されました。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   町長は、３月末までに面替区の地元要望をまとめると説明をし

たが、面替区の正副区長に、取りまとめの前の参加は建設を認めることとなるとの

ことで協議はできなかった。町長は、自分の責任として事業を進めるため、毎日、

面替地区内を訪問し推進をしたと言っておられます。  
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 毎日、推進をしたと言っておりますが、１日何件ぐらいを訪れて、どんな話をし

て進めてきたかお聞きをいたします。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   まず、この事業を進める上で、面替区っていいますか、面替区の

皆さんの感情というものをどう理解するか。また、それをどう和らげていくのかっ

ていうことが大事かと思っております。で、私はそういう意味では、気配り、心遣

いっていいますか、そういうことが大事だなと。やっぱ信頼関係っていいますか、

そういうものが大事だと思って、それは区の幹部の方のところを訪問させていただ

きました。１週間ほど訪問させていただいたかと思います。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   ということは、１週間ほど行って、かなり進展があったという

形で、次の話が出てくるかと思いますが、そのように理解をしてよろしいでしょう

か。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   主に訪問した目的は町と、町といいますか、町長と区の幹部との

信頼関係といいますか、主には向こうから私に対する批判であったり苦情であった

り、そのようなものを何時間かお聞きをするということが主な内容でありました。

まあそんな中で、責任を持って取りまとめていくから、もう来なくてもいいよとい

うような話も伺ったので、それ以来は迷惑になると思い伺うってことはしておりま

せん。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   町長は、地元議員の協力を得て役員会で正式決定、要望を取り

まとめに入ったと発言をしておりました。３月３０日の区の役員会で正式に決定さ

れたとしているが、４月２７日の対策協議会で苦渋の選択として、要望の取りまと

める方針が決まったとき、先ほども担当課長が申しておりましたが、ということは、

これは一方がうそをついているような形になりますが、どういうことなんでしょう

か。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   今おっしゃられたことは、両方ともそのとおりのことです。  

 ３０日の役員会の中で、正式に要望をまとめていくという決定がされました。で
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すから、この３０日の役員会の決定によって、本格的な要望の取りまとめに入った

ということは事実です。４月２７日にごみ処理対策、建設対策協議会の中で、議論

をした中で、この協議会では要望事項がまとまらなかったということでありまして、

引き続きこの点については協議をしていくということであって、２７日の段階では

取りまとめには至らなかったという結果というふうにお聞きしております。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   町長は水面下の調整で、佐久市の新クリーンセンター整備推進

室と町民課、面替区の正副区長による協議の中で検討すると言った。４月７日の第

１回以来、先ほどから言っておりましたが協議をされてきたわけでございますが、

それで３月末までの取りまとめの約束はできなかったが、区の臨時総会までの手順

に沿って大きく進んだので、あす佐久市長に説明に行き、４月１５日の理事者会議

で理解を得ると申しておりました。  

 １０月の一部事務組合設立は、面替正副区長は理解をしているので、しかし結果

はどうなるかわからないが最大限の努力をすると、こう発言をいたしました。  

 それで、臨時総会までの手順が大きく進んだと言ったが、具体的な見通しはあっ

たのかどうかお聞きをいたします。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   この作業が大きく進んだっていう転機になったのは、これまで、

先ほども説明がありましたとおり、要望を出すこと自体が建設を認めることになる

のではないかという慎重論が強くあった中で、その方向がなかなか進まなかったと

いう中で、要望を取りまとめていこうと。このことは大きな前進だというふうに、

質的な変化というように思っています。  

 私がこの要望取りまとめの中で、区長さんなどから言われておりますのは、面替

区としての要望の取りまとめは責任を持って行うので、その期限は慌てさせずにと

いいますか、急がせずに地元のペースで作業を進めさせてもらいたいと。なおかつ、

この点については日程的なこと、６月定例議会で一部事務組合設立の議案を提出す

ること、あるいは１０月の一部事務組合の設立という日程については当然御承知い

ただいた中で、面替区のペースで作業を進めさせてもらいたいと。そして一部事務

組合設立の支障にはならないように対応したいというふうに言われています。  

 この事業が、例えば要望書だけをまとめればいいのかということではなくて、最



１８４ 

終的には、建設同意を出していただくということが最大の課題になってくるかなと

思っております。そうしたことを考えたときには、こうした地元の皆様の意向を無

視して期限を設定していった場合に、町の進め方に対するまた感情的な対立を生む

危険性もありますから。あくまでも私としても、地元の意向を優先して考えていく

ということを、１市３町の理事者会の中でも厳しい意見をいただきましたけども、

あくまでも地元のペースで、地元の皆さんの感情を最大限優先して対応していくと

いうことを基本に、対応してまいりました。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   古越  弘議員。  

○１３番（古越  弘君）   そんな先の話と後の話が、今町長の話だと一緒になっておりま

す。これは私確認だけですけど、これは議事録から拾ったものでございまして。今

聞いておるのは、４月８日の全員協議会の話ですから、後のような話っていうのは、

またいろいろ一緒になったっていう形が出ました。ですから、そのときに最大限の

努力をするって言ったのも、４月の８日の話でございますから、それに対し最大限

の努力とは、何をもって最大限と言ったのかっていう形も聞きたい思いましたが、

時間も余りございません。  

 区民の感情もあり力づくでは進まないので、疑問や不安を解きながら進んでいく

ので、住民の賛成・反対で決すると分裂をする、人間関係を壊す事態は絶対避ける

ということを一番重視する、しかし大多数の意向があれば分裂はなくなる、４月

１５日の理事者会議のテーブルに乗せるため、何日間か取り組んできたが進まない

と。町長の言う大多数とは、一体具体的にはどのぐらいのものなのか。どんな努力、

誰と話をし、何を相談をしたのかということなどを聞こうと思っておりました。  

 また、４月１７日の全員協議会では、４月１５日理事者会議までの取りまとめに

ついて実行できず、厳しい指摘をいただいた、これは先ほども町長も言ってました

が。次回は５月１９日理事者会議を予定し、次の６月の議会の重要性が言われた。

１０月に一組設立時には６月の議会において４市町が同時に議決が必要であること、

一部設立後の運営は対等・平等・公平であることと、一組の設立が地元の建設同意

とは全く別であることを確認をした。地元要望も町長が提出するが、議会の判断が

一番問題だと理事者会議で言ってきた。地元要望は常識の範囲内でまとまる。６月

定例会で議案は必ず通す。地元要望も責任を持って政治生命をかけて行うと、そこ

で決意表明をしてきた。区として責任を持って取りまとめ、区の責任でやり遂げた
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いと言ってると、こういうことを申しております。  

 ですから質問っていうか、言ったっていう形だけをちょっと言いまして、時間内

に終わらせたいと思います。  

 次の５月１６日の金曜日、１時２５分からやはり全協が開かれました。  

 それで、４月２７日に対策会議を、役員会５月１１日、臨時総会の予定はできず、

区全戸にアンケートを実施、区民の心情を十分理解してもらい環境への影響を最小

限に抑える方策、人口減尐を食いとめ、人口増への対策を要望に入れたいという話。

三たびの約束違反には申しわけなく思う。事務的日程は決まっているが、無理強い

をすると住民感情が対立、不信感を生むのでこれは絶対に起こしたくないので、区

の主体性を生かしたい。当然スケジュールは守られるよう取り組むのが常識的であ

る。面替区も臨時総会で審議、町への要望書を提出することは確認されている。要

望はアンケートにより全て聞いたと思う。スケジュールは無視しない。手順を追っ

て進めているが地元区の理解が急速には得られないので、１市２町におわびをして

理解をしてもらう。絶対やっていけないのは地域分断であり、賛成・反対で分断す

ると焼却場で受ける被害よりもより大きい子孫の代まで禍根が残る。今は臨時総会

で全員の賛成が得られるような作業に入っているので、以前の段階とは違う。責任

を持ってまとめるので、期限で追うことはやめてほしい必ずまとめる。ということ

を言っておりました。  

 本来、この問題は出発点がちょっと間違ってると思うんですよね。佐久市が地元

要望の件で温浴施設などの話が出てきて、一部事務組合の設立もせず、地元同意も

建設決定も得られぬ前に前面に出てきていること。町長ももっと手順の違いを大き

く突き、踏むべき段階を進むことを理事者会で主張、御代田町の立場も強く主張す

べきではなかったか。一組の設立後は対等・平等・公平と言っているが、建設、設

立前に既に格差が感じられる。  

 町長はこの事業の何を持って責任を全うと考えるか、このようなことを聞こうと

思っておりましたが、時間がございません。ですので、３月１４日と４月１５日の

時点で、それぞれ２度とも、面替区の皆さんの苦悩がなぜわからず、その形的に前

に、こういった要望を取りまとめるということを言ったのか、まずお聞かせを願い

たいことと。  

 そして、これは決して面替区の責任ではない。町長の無理な無謀な約束の結果と
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して、現在も面替区からの要望が取りまとめられる状況にならない。そういうこと

によって佐久市長、軽井沢町長、立科町長から、御代田町に対する信用と信頼を大

きく失っている現状を、面替区の皆さんを始め御代田町民に対してどうやって釈明

をするのか、御代田町の信用と信頼を失ったことに対しての責任をどうとるのか、

それだけをお聞きをいたします。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   幾つかの質問をされましたけども。  

 最初に、４年前にこの事業を始めるという段階で、区の皆さんの思いは、幹部の

皆さんの思いは多数決ではなくて、区と区の総意としてまとめていくようなふうに

していきたいという根本的にはそういう出発点があります。だから、その思いを私

としては大事にしなければならないと思ってやってまいりました。  

 確かに１市３町の理事者会の中で３度ですか、地元要望の提出というものを実行

できなかったということで、その都度、面替区あるいは御代田町が抱えている困難

といいますか、厳しい状況というものを、その都度説明をさせていただいて、それ

によって理解をいただいてきたかなと思っております。  

 私としては、地元とそれから１市２町の間に挟まっているわけですけども。そう

いう意味では１市２町との関係は信頼を失うところまで、失うことなく、なおかつ

地元の感情も守っていかなければならないということで、ある意味、私が防波堤に

なるしかないかなと思っていますが。  

 ただ、最終的に要望が出されないということに対して、１市２町から御代田町の

地元要望はないということですねということを言われてしまえば、それは終わりに

なってしましますので。そういう最悪の事態だけは避けるということの交渉として、

何といいますか、苦渋の判断といいますか、そんな対応をせざるを得なかったとい

うことも事実かと思います。  

 最終的に責任のとり方ということでありますけども、当然私は政治家として、政

治家というものがどのように責任をとるかということについては十分承知しており

ますし、そういう覚悟もして進めさせていただいております。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   古越議員に申し上げます。制限時間がまいりましたのでまとめて

ください。  

○１３番（古越  弘君）   はい、それでは、御代田町民が長い長い期間大きな問題であっ
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たごみ問題が、茂木町長の政治生命をかけての手腕、大いに期待をいたしまして質

問を終わりたいと思います。  

○議長（笹沢  武君）   以上で、通告７番、古越  弘議員の通告の全てを終了いたします。  

 この際、暫時休憩します。  

（午前１１時００分）  

（休   憩）    

（午前１１時１３分）  

○議長（笹沢  武君）   休憩前に引き続き、本会議を再開し、一般質問を続行いたします。  

 通告８番、市村千恵子議員の質問を許可いたします。  

 市村千恵子議員。  

（１２番  市村千恵子君  登壇）    

○１２番（市村千恵子君）   通告８番、議席番号１２番、市村千恵子です。  

 ２点質問いたします。  

 まず１点目が、新クリーンセンター建設は住民合意をもとにと、防犯灯補助の増

額をの２点について質問いたします。  

 まず、１点目でありますけれども、新クリーンセンター建設に向けて、現在、環

境影響評価の作業が終わり準備書の地区説明会も実施されたところであります。  

 豊昇区と伍賀地区の説明会に出席しました。地元の住民の皆さんはやはり必要な

施設との思いの中、やっぱり環境への影響というものを心配しています。こうした

心配を払拭し、地元住民の皆さんの理解が得られる、住民合意が得られることが本

当に不可欠なこの整備事業であります。  

 最終的には、この建設合意というものが重要になってくるわけですけれども。こ

の環境への影響の軽減とか、それから広域的処理における経費の節減で、生活を送

る上では毎日出るごみを、何としても処理していかなきゃいけないという大きな課

題があります。この間御代田町は、安定的にこのごみ処理というものができてこな

かった。最大でも１５年とかの処理の中で、その後は民間への委託というような状

況の中、やはりまずは一部事務組合、同じテーブルで協議ができる一部事務組合に

加入し、進めていくことが、やはりこれからの環境への負荷も含めて、それから広

域的な処理での経費節減も含めて、町民益になると考えるわけであります。  

 この加入に伴う諸課題についてお聞きしたいと思います。  
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 初めに、この現状と加入に伴う諸課題についてをお願いいたします。  

○議長（笹沢  武君）   荻原  浩町民課長。  

（町民課長  荻原  浩君  登壇）  

○町民課長（荻原  浩君）   それでは、お答えいたします。  

 具体的な諸課題を検討するに当たりまして、一番重要な点は当町のごみを安心・

安全・安定的に処理していかなければならないという大局的な視野に立つことであ

ると考えております。安心・安全・安定を担保するためには、佐久地域が一体とな

って広域的に公的にごみ処理を行うことが、現時点では最善の策であろうと考えて

おります。  

 しかしながら、今回の計画は、先ほど古越議員の質問の際にもお答えしましたが、

焼却施設の建設地が佐久市地籍とはいうものの、面替区の集落から５００ｍほどの

極めて近い場所とされております。面替区の皆さんは、そもそもの佐久市による建

設候補地の決定に至る経緯に対しても、疑問と不信を抱き続けておられる中、環境

アセスに基づく現況調査を実施する前から、煙突と煙の影響を心配しておられまし

た。  

 現在、現況調査が終了し、準備書に記述されている地上気象の調査結果を見ます

と、予想通り西からの風が多い地域であることが明確になり、大気質の予測結果図

を見ましても、数値は小さいとはいえ、周辺と比較すると面替区の濃度が高くなる

と予測されております。  

 準備書の総合評価には、本事業の実施による環境への影響についてはできる限り

の緩和がなされ、総合的な環境への影響の程度は小さいと記述されており、さらに

工事中や施設の稼働後におきましても、事後調査を実施して検証を行い、予測し得

なかった問題が生じた場合には、原因の究明と対応を速やかに実施すると記述され

ていますが、面替区の皆さんの煙突と煙の影響による不安を払拭するまでには至っ

ておりません。  

 それどころか、こちらも先ほどの古越議員からの御質問の際に申し上げましたと

おり、中心的な事業主体である佐久市の動向について、最近も何回かの新聞報道が

ありましたが、温浴施設に関することばかりで肝心の焼却炉の議論はどうなってい

るのかと、かえって疑問や不信が増してしまっているような状況にあります。  

 ５月１７日付の信濃毎日新聞の記事に、施設の全体像が見えないのに、市は先走
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り過ぎていると、佐久市議会議員の指摘が掲載されておりました。これは温浴施設

に関するコメントでしたが、同様にごみ焼却施設の全体像も見えておりません。  

 当町が理想と思うスケジュールは、環境アセスの評価書が作成され、現在はまだ

準備書の段階でございますが、評価書が作成されて総合評価や事後調査の計画が確

定した後に、面替区、児玉区、豊昇区との地区基本協定、これは建設合意でござい

ますが、こちらを締結し、一部事務組合を設立していくものと考えますが。一部事

務組合の設立に関しましては、既に４月１５日に開催されました１市３町の理事者

会議において、各市町の６月定例議会に足並みをそろえて、組合規約案をそれぞれ

上程していくことが確認され、５月１９日に開催されました１市３町の理事者会議

におきましても、再確認されており、この合意事項は尊重すべきものであります。  

 面替区の皆さんには４月２８日の打ち合わせ時に、一部事務組合の設立、環境ア

セス、都市計画決定、施設建設スケジュールなど、行政の都合で進めてもらって構

わないが、区からの要望には真摯に対応してほしいと確認され、５月２１日に開催

した面替区役員、佐久市新クリーンセンター整備推進室、御代田町町民課による第

７回目となる三者会議の際にも、一部事務組合の設立スケジュールと面替区からの

要望の件は別々に考えてもらって構わない、面替区が原因で一部事務組合が設立で

きなかったと思われたくないとおっしゃっていただいております。  

 また、６月１日に面替区公民館で開催されました環境アセスの準備書説明会、こ

ちらには区民の皆さん２５名が参加しておられましたが、この際にも一部事務組合

の設立と面替区との地区基本協定建設合意の締結は別々の手続であることを確認し

ていただきました。  

 以上のとおり、１市３町の理事者会議における合意事項並びに面替区の役員さん

及び面替区環境アセス準備書説明会における確認状況に基づき、本議会に組合規約

案を上程しておりますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、面替区の要望事項の取りまとめに関しましては、先ほどの古越議員の御質

問の際にも申し上げましたとおり、面替区の皆さんの疑問や不信の払拭に努め、面

替区のペースを重要視しながら今後も協力してまいりたいと考えております。以上

です。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   本当に非常にこの事業というのが、佐久市が始めた事業であ
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る中で、その一番の隣接区が当町御代田町の面替区だっていうところが非常にやは

り難しい状況になってるということ思います。  

 その中で、本当に面替区の皆さん、４年前にその現地連れていっていただいたと

きにも同行しましたけれども、そのときと場所が変わってるなど、本当にやはり非

常に苦しい立場にいらっしゃるなという思いでいます。その中で本当に役員の皆さ

ん、先ほども質問ありましたように８回の三者会議とか、もう連日開いて取りまと

めや作業を行っているということに対して、本当にもう隣接区ではありますけど、

大変な苦労の中、本当にこの事業を、先ほどもありましたけれども、まあ仕方がな

いと、それからやむを得ないという思いの中で、何とかまとめようとしていること

には、心から敬意を表するものであります。  

 先ほども、佐久市の進め方に対する、やはり温浴だけが取り沙汰されて、なかな

かその施設整備についてが出てこないっていうのは、やっぱり私の住んでるところ

の豊昇の中でも、そういう疑問っていいますかは、あるところです。  

 そういう中で、今回アセスを３つの地区が、面替、豊昇、児玉と、環境アセスを

同意した中には、やはりこの一部事務組合にきちんと加入してやっていくっていう

ことが、条件とまではいかない、条件というか、入ることが重要だっていうことが

書かれています。そういう中で、今回この規約案が出されているわけですけれども。  

 その前に、今環境アセスが、ある程度１年経過、１年かけてやった中での準備書

が作成され、説明っていうのがありましたけれども。地区説明会の中における主な、

これから取りまとめっていうこともありましたが、主などんな説明会の中での御意

見っていうのがあったんでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   荻原町民課長。  

○町民課長（荻原  浩君）   お答えいたします。  

 詳しい項目等につきましては、この後開かれます全協のところで資料は提出して

いこうと考えておりますので、よろしくお願いします。  

 主な質問等や御意見の内容ですが、やはり大気汚染、土壌汚染、あと交通量の増

加等に伴う交通安全等に対する心配や不安の声が寄せられました。そちらの対策は

しっかり行っていただきたいというふうな意見が、どちらの会場でも多かったです。  

 あと、面替からの意見につきましては、やはり人口減尐に、迷惑施設ということ

で、人口減尐に歯どめがかからなくなってしまうんじゃないかというような不安等
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の御意見が寄せられております。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   大気への影響というのを心配というのも、私も説明会の中に

出席した中では、やはり先ほども町民課長おっしゃったように、主に西風が吹く中

で本当にやはり影響を受けるのは御代田なのかなっていう思いが、本当にその図式

の中でもはっきりとしたなっていうふうに思っているところです。ですからそうい

う中では、本当に環境に配慮した施設というものが、やはり住民の皆さんが願って

いるところだと思っています。  

 この一部事務組合に入って、一部事務組合としてこの新クリーンセンター建設に

なった場合、本当に先ほど言ったように安心・安全・安定的な御代田町の大きな課

題であるごみ処理が大きく進むと、そういう中で非常に大事だなと思うんですけど。

今現在民間委託をしているわけですけども、ごみ処理費用と、今度新たにその新佐

久クリーンセンターで処理した場合の処理費用はどのくらいになるのか。年間の排

出量とｔ当たりの処理単価についてお答えください。  

○議長（笹沢  武君）   荻原町民課長。  

○町民課長（荻原  浩君）   お答えいたします。  

 ５月１６日に開催されました全員協議会のところで、資料等お示しして説明して

きたとおりでございますが。  

 御質問の平成２５年度の処理単価につきましては、総額で焼却処理と焼却灰の運

搬等の処理を合計いたしまして７ ,６２５万円の経費が２５年度かかっております。

トン数が１ ,４１２ｔということで実績数値でございますので、単純にこれを割り

ますと、トン当たり５万４ ,０００円の経費が平成２５年度ではかかっております。  

 処理単価、新クリーンセンターになった後の処理単価の見込みでございますが、

こちらはあくまでも見込みということで超概算、大まかな数字でございます。それ

と南佐久市郡の町村から受け入れる受託収入は考慮しておりませんので、その辺の

ところで、前後この金額よりは尐なくなってくるとは思いますけれど、一応処理単

価といたしましては、ｔ当たり３万４ ,０００円、３万円代前半ぐらいが見込まれ

るということでございまして。単純に比較いたしますと、先ほど申し上げました

２５年度の７ ,６２５万円から、３万４ ,０００円だったとして、１ ,４１２ｔ実績

に単純にかけますと４ ,８００万ということになりますので、２５年度の実績で単
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純に比較しますと、１年当たり２ ,８２５万円安くすると。  

 金額だけの問題ではないとは考えますが、金額だけのことをちょっと申し上げま

すと、以上のようなとおりの数字になります。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   本当にこのごみ処理は、本当に待ったなし。１日とて待った

なしの大きな、町にとっての必要不可欠なものっていうふうに思います。そういう

中で、今までが本当に安定的な処理ができなかったという中で、こうした一部事務

組合への加入という段階に来ている中で、本当に非常に御代田にとってはチャンス

なのかなって思いますけれども。  

 その反面、本当に地元区の苦悩を考えると非常に複雑ではありますが。でもその

中でも地元住民の皆さんは、一部事務組合設立と地元要望については切り離して考

えていただいていいと。先ほども言いましたように、まあやむを得ない、本当に必

要な施設だから仕方がないという思いで、取り組んでくださっているっていうこと

がありますので。  

 本当にこの安心・安全・安定的な処理のためのこの公益的な処理、そしてまた、

今も経費的な節減が図れる、年間２ ,８００万円ほどの処理単価が低くなるわけで

すね。そういう中で、本当にこれから住民にとっても大きな町民益になるというこ

とを考えますと、非常に今大事な局面に来ているわけですけども、しっかりと決断

していかなければいけないなというふうに思っているところです。  

 その中で、先ほどもこの６月議会、再三の理事者会議、１市３町の理事者会議の

中では、６月議会にきちんとこの一部事務組合規約案を提出して足並みをそろえて

議決をしていくということが言われましたが。この６月議会という時期的なものに

ついては、その後のタイムスケジュール的なところで何かあるんでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   荻原町民課長。  

○町民課長（荻原  浩君）   お答えいたします。  

 まず、大前提といたしまして、１市３町の理事者会議の合意事項の中で、１０月

１日に一部事務組合の設立を目指しているというところが合意事項となっておりま

す。  

 １０月１日の設立というところを起点といたしまして、さまざまな事務手続をさ

かのぼりますと、一部事務組合の設立の許可申請から設立許可までの間にも、まあ
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おおむね、県からの許可ですが、そちらにも２０日間ほどかかります。設立許可か

ら構成団体で告示をしまして、実際の設立までには１５日ぐらい、だから全体で

３５日ぐらいの、申請から設立までの日数が要します。  

 で、設立申請に至るまでにも、この６月定例議会で議決していただきましたと仮

定しますと、許可申請に至るまでにも、各種の組合の例規の案とか、あと組合運営

に当たっての細部を事務レベルですとか、あと１市３町の首長会議の中でも詰めて

いかなければならないことがございますので。これがおおむね２カ月ぐらいかかる

ということでございます。  

 議決後から３カ月半から４カ月を要するというふうにスケジュールが組まれてお

りますので、１０月１日設立っていうのを果たすためには、６月この定例議会で足

並みをそろえるというのがタイムリミットというふうに聞いております。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   町長も招集の挨拶では、この１０月の一部事務組合設立が御

代田町として建設に同意するっていう意味ではないと。建設同意っていうのはあく

までも、先ほども課長が言ったように、面替区その隣接区である豊昇、児玉区から

もきちんと協定をいただいていくっていうことすので。その点は本当に住民に沿っ

た形で丁寧に進めていただきたいなというふうに思います。  

 その一方で、このやはり一部事務組合にきちんと加入しなければ、本当に対等・

平等・公平な運営というものに参加できないということがありますので、本当にこ

の一部事務組合に入るということは、非常に御代田にとっても大きな意義があると

思っています。  

 こうしたことが進められて、ぜひ６月定例議会、今回議案上程されているわけで

すけど、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っています。  

 また、この一部事務組合設立に当たっては、本当にそれまでの間の地区への配慮

というものを、本当に町としても積極的にかつ慎重に、地元のペースにあわせてと

いうことが要望されておりますので、配慮しながら進めていっていただきたいなと

いうふうに思っています。この件は以上で終わります。  

 次に、防犯灯の補助の増額をということで質問したいと思います。  

 夜間の犯罪や事故を未然に防止して安全・安心なまちづくりのために、この大き

な役割を果たす防犯灯の設置、その維持管理というのは住民の安心・安全な生活維
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持には重要であります。この間、町も積極的に防犯灯の設置への補助を、防犯協会

を通して進められてきました。  

 平成２１年４月からは各区が設置する防犯灯の電気代に対して、導入当初は２分

の１の補助率であったと思います。２分の１ということ、そのときの現況を調査し

た ら 大体 が各 区 の電気 代 とい うの が ４００ 万 円ぐ らい だ ったと い うこ とで 、

２００万円を限度にということで、補助制度が始まったように思っています。  

 この補助率が、まあ防犯灯その後増設されるわけですけれども、２００万円を限

度として始められたということで、総予算が変わりませんので、その後どんどん増

設されていくわけですが、２００万という中では半額来てないという、結構なやは

り数人の区長さんのほうからそんな話を伺いました。  

 この４月からはやはり消費税も８％になり、それから電気料も値上がりしている

中での、区のやっぱり負担感というものはあるということであります。ぜひ区長さ

んたちは２分の１の補助にしていただきたいという要望であります。  

 新しく新設するにはその１万５ ,０００円の補助があるわけです。でも、その後

維持費の電気料っていうのは区が負担になりますので、前にも通学路のことで大変

ちょっと思ってたんですが、区が終わって次の区に入るところの間の防犯灯ってい

うのが、なかなかこう区と区の切れ目の間の新設が進まないっていう現状もありま

した。ていうのは、その後の維持管理が区にかかってくるという中で、やはり二の

足を踏むということも聞いています。まだまだ暗いところがありますし、住民の安

全面からこの防犯灯の設置が望まれるわけですけれども、この補助金がどんどん尐

なくなる中で、なかなかこの設置というのが、新しく新設することがちょっとやっ

ぱり足かせといいますか、二の足を踏む要因にならないかなと危惧するところであ

ります。  

 まず初めに、この２００万円を限度にして補助しているわけですけど。この実績

についてお答えを、交付状況をお知らせいただきたいと思います。  

○議長（笹沢  武君）   尾台清注総務課長。  

（総務課長  尾台清注君  登壇）    

○総務課長（尾台清注君）   はい、お答えいたします。  

 この防犯灯電気料の補助の実績でございますが。  

 始 まり まし た 平成２ １ 年度 では 、 該当す る 各区 の電 気 料の総 額 が３ ４８ 万
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９ ,１６０円でございまして、これの半分を補助できてございます。１７４万

４ ,５８０円です。２２年度は、これ電気料が若干減りまして３３８万９ ,１１４円

ということで、補助の金額がやはり半額の１６９万４ ,５５７円でございました。

平成２３年度になりますと、電気料金が上がってきまして３６６万６ ,０７４円、

これに対してやはり半額補助ができましたので１８３万３ ,０３７円でございまし

た。平成２４年度でございますが、ここらの辺やはり着実に電気料金が上がってき

ておりまして、４１２万９ ,５３４円でございます。これに対して半額の補助

２０６万４ ,７６７円ということになりました。２５年度さらにまた電気料金が上

がりまして、４３９万２ ,３１０円でございます。この年予算額を超えてまいりま

して２０９万９ ,９９８円ということで、５０％を切りまして４７ .８％という形の

中で補助をさせていただいております。以上です。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   ２５年度までにおいては、おおむね５０％の補助ができてた

と 。２５ 年度がち ょっ と４ ７ .８％ ですかね 、４３ ９万２ ,３１０ 円に対 して

２０９万９ ,９９８円の補助だったということになると思いますが。  

 この一番問題なのは２６年度が実際済んだところで、どれだけの電気料が上がっ

たのか。それからまた、その消費税の３％分がどうなって行くのかっていうのも非

常に大きいと思うわけですけれども。今までの経過からすれば、年々やっぱり電気

料は上がっているというふうに考えます。  

 また１点ですね、新設の状況っていうのはどのような推移になっているでしょう

か。それから、電灯は総額何灯ぐらい、この町内あるんでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   尾台総務課長。  

○総務課長（尾台清注君）   はい、お答えいたします。  

 まず、ちょっと設置の補助灯数につきましては、資料のほう確認しましたところ、

２３、２４、２５という３カ年しかちょっと調べられませんでしたので、ちょっと

尐ないですが、これを申し上げます。  

 ２３年度につきましては２５灯、２４年度も２５灯、２５年度は１７灯というこ

とでございました。  

 あと防犯灯の総数ですが、これちょっと総数というのがなかなか把握ができてご

ざいませんで、平成２５年の１月に総数をちょっと調査をいたしましたときが
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１ ,３７１、それで平成２５年につきましては１ ,３８８ということでございます。

よろしくお願いいたします。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   大分前なんですけれども、かなりその防犯灯がなかなか設置

できないっていうのは、町の補助金っていうのが１年間で２０灯とか、かなり前だ

ったと思うんですけど、そうですね平成１６年から２０年度の間は、約２０灯のも

う区切りがあって２０灯以上は設置しないっていうことを結構言われてました。  

 そういう中でなかなか新設するのが、ちょっとできてなかった状況がある中で、

今は大分その設置、区からの要望があればどんどん設置していくという形になって

るんじゃないかなというふうに思います。２３、２４では２５灯ずつ新設されて、

２５年度においては１７灯が新設されたということではありますが。やはりこうい

う新設をしていただいて、本当に通学路も含めて子供たちが、中学生などは部活の

帰りなど遅いですし、そういう中でのこの防犯灯というのは安全なまちづくりには

欠かせないかなというふうに思っているところです。  

 そういう中でも、区へのこの補助金っていうものを見直す。まずはこの補助であ

りますけども、ええと済みません、１点は、地区によっては距離の長い、面積の大

きい区それから小さい区っていうのがあると思うんですけども、その補助率という

のは均一になってるんでしょうか。その点。  

○議長（笹沢  武君）   尾台総務課長。  

○総務課長（尾台清注君）   はい、お答えいたします。  

 先ほど、数値のとおり５０％の半額の補助の中で間に合っていたときは、当然い

ただいたものをそのまま使っておったわけですけれども。現在は全体の金額に対し

て、各区の金額がどのぐらい占めているかを求めまして、その割合によってそれぞ

れの区の補助の金額を算出してございます。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   今のお話だと均一に、区に対してはやってるっていうことの

理解でよろしいですか。はい、わかりました。  

 そういう中で、やはりその本当に、区の管理を預かる区長さんとすれば、非常に

安全も考えて増設はしたいが電気料もかかるという中で、苦慮してるところなんで

すけども。町としてこの２分の１、ですから絶対２６年度はもう消費税だけでも上
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がるはずですし、それから電気料も上がってるっていう中では、当然この４３９万

よりは、はるかにふえてくると思うわけですが。町の考えはどうでしょうか。増額

する考えを。  

○議長（笹沢  武君）   尾台総務課長。  

○総務課長（尾台清注君）   はい、お答えいたします。  

 先ほど１６から２０年度、２０灯というような形でございました。  

 このころについては電気料の補助がなかったということで、区のほうではやはり

防犯灯の設置については、なかなか考えられたのかなというふうに思っております。  

 また、２１年度ですかね、国の経済対策事業で、要するに各区の昔の防犯灯を全

てインバーター方式の防犯灯に付けかえをさせていただきました。電気料が低額な

上に明るいという形の中で、これ町のほうで全ての防犯灯の付けかえをさせていた

だいたところでございました。  

 そういうことで、それとあわせましてですね、各区の防犯灯の設置にあわせた中

で、電気料の負担についても軽減を図るということで、市村議員が申されたとおり、

平成２１年度から電気料の補助という形を導入してきたわけでございます。  

 制度の説明につきましては、平成２１年１０月２６日の区長会において、各区の

防犯灯の電気料を２分の１以内で補助していく旨を説明してきたところでございま

す。一方で、先ほど申し上げましたとおりの数字のとおり、平成２３年ころからは

電気をつくるための原油や液化天然ガスの価格の高騰、さらには太陽光発電促進賦

課金が賦課されるなど、電気料は上昇してきております。  

 この補助金は、当初予算を下回っていたわけですけれども、今日はこれらの要因

による電気料の上昇とともに、補助金額も上昇してまいりました。そのようなこと

から、先ほど申したとおり、平成２５年度は予算額を上回り、補正予算で計上して

補助した経過がございます。  

 当町におけるこの補助金制度は、御代田町補助金等交付規則を基準に、補助対象

事業費の２分の１を超えない額、予算の範囲内ということを原則に行ってきており

ます。電気料の上昇とともに、補助額を上げていくということは、この原則に反す

るとともに、ほかの補助金とのバランスがとれない状態にもなってしまいます。そ

の よ うな こと か ら、各 区 への 防犯 灯 、電気 料 補助 金に つ きまし て は、 上限 を

２１０万円とし、この範囲内での補助をさせていただきたいと昨年１２月２４日に
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開催された区長会にて説明、これ了承されたところでございます。  

 また、この補助金の財源は、平成１５年度に策定した「自立・協働のまちづくり

推進計画」に基づき、削減してきたものによります。防犯という事業は、まさに自

助・共助・公助の自立の精神に基づくそれぞれの役割を果たす事業と言えます。町

の皆さんの協力による自立協働のまち推進計画を計画どおりに実行したことで生み

出された財源を、この事業に充当していることからも、この点で御理解と御協力を

お願いしたいところでございます。  

○議長（笹沢  武君）   市村千恵子議員。  

○１２番（市村千恵子君）   やはりその防犯灯、それから防犯灯と街路灯っていうのが区

分けされるそうなんですけども、やはり一そこの区民だけが道路の場合は利用する

わけではありませんし、ほんとに全町民の方が利用できるっていう意味で、ぜひそ

ういう観点からも、その区への２分の１補助というものも検討していただきたいと

思うんですが、２１０万ということで区長会には説明したということなんですが、

その後に私のほうに３名の方が、ほんとになぜ半額補助じゃないんだと、これから

本当に消費税が８％、それから論議されてますが１０％っていうふうになっていく

中で、非常にやっぱり区への対応を考えていただきたいということが言われました。

ぜひともそういう観点で、再度考慮していただければなということを申し上げて、

私の質問を終わります。  

○議長（笹沢  武君）   以上で、通告８番、市村千恵子議員の通告の全てを終了いたしま

す。  

 この際、昼食のため休憩いたします。午後は１時３０分より再開いたします。  

（午前１１時５０分）  

（休   憩）    

（午後  １時３０分）  

○議長（笹沢  武君）   休憩前に引き続き本会議を再開し、一般質問を続行いたします。  

 通告９番、井田理恵議員の質問を許可いたします。  

 井田理恵議員。  

（２番  井田理恵君  登壇）    

○２番（井田理恵君）   通告９番、議席番号２番、井田理恵です。３件の通告案件から質

問させていただきます。  
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 １件目、優しさと“たくましさ”を備えたまちづくりに向けてとして、今年度よ

り国保財源補填のため、２ ,０００万円の一般会計からの繰り入れが始まりました。

設備準備資金も今後まだまだぎりぎりの予断を許されない状態が懸念される中、一

般財源もリンクして微減していくことが予想されます。現状をどう捉えていくかを

伺います。  

 平成２４年度の決算による財政力指数は、前年比０ .６１から０ .５８に落ちてい

ます。もちろん、一元的ではなく、多面的な要素からの数値判断すべきでありまし

ょうが、これからの地方自治体の共通する課題として、自主財源をいかに確保して

いくかを眼目に置くと、これもまた捉え方のセンスが近い将来の生き残り自治体と

して問われる、明暗を分けるとも考えられることからであります。  

 ここで続けて申し述べますと、後に通告いたしました２件目に係る項目まで網羅

される町の骨太なたくましさをつけるために、一歩踏み込んだ行政手腕を期待する

ことも加えさせていただきます。  

 そんな中、時局にあわせニーズある新規事業などに対し、継続事業などの見直し

は適正に行われ、精査の必要性があるとき、切りかえなどはどう判断されるのか、

あわせてお願いいたします。  

○議長（笹沢  武君）   土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長  土屋和明君  登壇）    

○企画財政課長（土屋和明君）   お答えいたします。  

 まず、一般財源が微減する状況をどう捉えるか等々の御質問についてでございま

すが、これ毎年行っているわけですが、昨年度行った財源推計、これ平成３０年度

までなんですけれども、この状況の中では、消費税増税に伴う地方消費税交付金の

増額や、普通交付税、特別交付税の交付状況によって若干微増、微減はあるものの、

同程度で推移することが見込まれております。  

 また、一般財源のうち自主財源でございます地方税の状況は、評価がえに伴う固

定資産税の微増が３年に１回ぐらいずつあるんですけれども、これがあるものの評

価がえの要因を除くと、井田議員御指摘のとおり、税収自体は微減していくという

推計をしてございます。新たな工場誘致や人口が劇的に増加するといった事情がな

い限り、大幅な増税は見込めない状況でございます。  

 ということで、限られた予算の範囲内で長期振興計画に基づいた施策を効果的、
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効率的に実施していかなければならないと考えております。  

 御質問の中の、時局にあわせニーズある新規事業に対し、継続事業等の見直しは

適正に行われているか、また精査の必要性のあるとき、切りかえの英断は可能かの

御質問にも通じるところだと思います。  

 事業の見直し、必要性が生じた事業の切りかえの判断は、毎年実施している実施

計画のローリングにおいて行っております。実施計画は長期振興計画の基本構想、

基本計画に定められた施策に基づきまして、具体的に実施する事業計画とその財政

見通しを明らかにするために、３カ年を計画期間として策定するもので、これは毎

年見直しを行っておりまして、各年度の予算編成の指針となるというものでござい

ます。  

 実施計画策定前に投資的経費充当可能額、可能財源を算出するために、財源推計

を行ってきております。人口の増減やその時々の社会情勢の変化には、実施計画と

財源推計に基づいた予算編成を行い、事業の適正化や収支バランスを保ってきてお

るところでございます。  

 以上でございます。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   今御説明いただきましたけれども、そのような中でちょっと言い

づらいところでございますけれども、やはりそのような中でもちょっと赤字的なこ

とを、経年的に尐し続いているような、そういう事業はございますでしょうか。赤

字というか、収支を見ているというお答えがありましたけれども、その適正な判断

をされているということですけれども、課題となっているような事業がもしありま

したら、お答えいただきたいんですけれども。  

○議長（笹沢  武君）   土屋企画財政課長。  

○企画財政課長（土屋和明君）   お答えいたします。  

 一つ一つの事業で行政ですから、赤字ということは基本的には、もともとそのた

めの収入という形での財政と予算と執行する状況になってませんから、単独に赤字

だとか、そういった状況はちょっと判定が個々の事業ではできないかと思うんです

けれども、その都度事業の必要性ですとか、それから補助の事業や、そういったこ

とについてもそうですけれども、必要性の云々、当時は必要だったから創設した補

助金も見直しをして、廃止していくというような行為については、毎年若干ではあ
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りますが、それを行ってはおります。個々にどの事業が赤字とかっていうことには、

ちょっとお答えできかねますけれども、そういう状況でお願いをします。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   今個々にどのような事業が赤字というのは、答えかねるという御

答弁がございましたけれども、やはり赤字とまでいかなくても、私もこれを個別に

どこの事業、どこの事業という気持ちで臨んだわけではありません。前日からの同

僚議員のいろいろな予算やいろんな提案に対しても、非常に課題があるのを御代田

町であるからこそ、それはそれとして堅実財政を築いてきたのだろうと。また違う

意味でも、私も認識をいたしました。  

 そんな中で、さらにそこに何か厳しいところを向けるという意味ではありません

が、でもそんな中で、やはりちょっと指摘はできませんけれども、もし補助金事業

なども含めて、もし公金を使う事業について、やはり金額にかかわらず、関係各団

体から町にとりより豊かな、公益性ある効果をもたらすために目的があります。  

 今、いろんな求められてる事業が、やはりなかなか厳しい中で進められない。そ

のような今現状も、私も先日から聞かせていただいて、つらいなと思いながらなか

なかそれが実現されないことへの歯がゆさを感じますけれども、そういう中である

からこそ、やはりここには再三申しますけれども、指摘はできませんけれども、ぜ

ひ事務局の方々にもその対象事業、もしその恐れがある対象事業においては、より

発展させていく創意工夫の努力を各関係にまた努めていただきたいなと、ちょっと

概念的なことで申しわけありませんが、そういうことを適正なチェックと、そして

発揮しつつ支援することが不可欠であることということで、述べさせていただきま

した。  

 今の御答弁で、毎年見直しをされているということでございます。もう今この時

代に丼勘定ということは、もう成り立たないと思いますし、そのような自治体であ

っては困りますので、老婆心ながらぜひそういうことを高めていただきたいと思い

ますけれども、またちょっとそれに対して何かありましたら、よろしくお願いいた

します。  

○議長（笹沢  武君）   土屋企画財政課長。  

○企画財政課長（土屋和明君）   町からの補助金や交付金につきましては、平成１６年を

初年とする「自立・協働のまちづくり推進計画」、これに基づきまして補助金、交
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付金の内容、それから必要性、効果の観点から検証をし、健全財政運営の原則、そ

れから費用対効果の適正の原則と、これらに配慮しまして、この時点でゼロからの

見直しを行いました。  

 その基準としたものですけれども、補助団体の事業内容、事業効果を精査し、削

減に努めてまいりました。それから、今後のまちづくりのために、政策的に必要な

補助金等につきましては、据え置きまたは増額も行ってまいります。  

 現金給付から現物給付に移行する事業については、進捗状況に応じて削減をして

いくと。それから、奨励的補助金で５カ年以上経過し、その使命や役割が果たされ

た補助金等につきましては、削減または廃止の方向で検討をしてきております。  

 補助金の内容を精査し、負担公平の原則から所得制限を設けることを検討する

等々で進めてきておりまして、今後についても、これらの基準を原則として交付の

適正化を図ってまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   期待するお答えというか、しっかりされているということでござ

いましたら、さらに結構でございますが、そこをぜひしっかりとさらに進めていた

だきたい。  

 今私も一つのこれも希望でありますけれども、そこからさらに補助金事業などに

ついても、それに関係する団体や方々に、さらにその事業を発展させていくような、

そういうやっぱり視点を持って町の公益性により豊かにプラスになるような事業を

していただきたい。  

 例えば、前回私ふるさと納税のことについて話させていただきました。割と前向

きな今現状では、その返礼などに対しては行っていないけれども、今後検討すると

いうようなお答えもいただきました。  

 例えば、阿南町の１億円ふるさと納税などは、これはまた特質した例でございま

すけれども、単なる寄附金に終わらない、町の振興に大きな益となりました。米の

高値買い取り、遊休農地解消をもう鮮やかにいたしました。  

 このようなことは、また地形的な条件もございますけれども、以前にもその商工

の会の方たちを始め、今野元議員も先日ですかね、「いろんなところをもう尐し膨

らませて、立体的に前向きにいろいろお金をつくっていく方法はどうですか」とい
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うことについて、「なかなかその規制もいろいろありまして、厳しい」というお答

えも聞きましたけれども、今いろんなそういう団体や個人、一生懸命個人経営で頑

張っている方々もいます。  

 その返礼なども含めまして、返礼品などにかかわる事業なども含めまして、ふる

さと納税やそうしたところを切り口にして、みんながやはり本当にありがたいもの

でございますので、町の振興にもつながると思います。いろんな切り口を考えて、

切りかえという意味でさらに発展させるような案についての検討はいかがでしょう

か、お願いいたします。  

○議長（笹沢  武君）   土屋企画財政課長。  

○企画財政課長（土屋和明君）   お答えをいたします。  

 ふるさと納税の関係につきまして、先ほども阿南町のお話がありましたけれども、

そのエリアによって特産品の振興を図る、要するに実際には１万円の寄附に対して

七、八千円分のお礼の品を送るというような形も、その地場産品の購入や、そうい

うものの発展という状況の中での目的を持てば、十分にそれは機能することではあ

るかと思いますけれども、それが当町においてどういったことがあるかということ

につきましては、また今後検討させていただくというふうに考えております。  

 それから、いろんな切り口で住民参加というような形の話でございますが、これ

も「自立・協働のまちづくり推進計画」の中で、協働の定義を住民と行政が力を合

わせ、助け合い協力して働くことっていうことで位置づけてございます。  

 具体的には、住民の皆さんはサービスの受け手であると同時に、サービス提供や

地域づくりの担い手として主体的に活動をしていただきたいと、住民自治の拡充に

向けて積極的に取り組んでいただくことを意味して、こういうふうに位置づけてあ

るわけです。  

 ですから、町といたしましても、先日もまちづくり事業支援金のヒアリングを実

施して審査委員会をやらせていただいたんですが、そういった状況の中からも限度

額２０万円、２分の１以内の補助ということで、１０件分、２００万円を今年度も

当初予算で計上してございます。そういったものを御活用いただいて、地域で地域

づくり、まちづくりに資する事業をどんどん展開していただければありがたいと、

こんなふうに考えております。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  
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○２番（井田理恵君）   今住民の参加型のほうにまでかかわってお話しいただきましたけ

れども、それはまた一つの前向きな町としての提案というか、町民の方々に対して

いろんな方向から切り口を提供していくということで、すばらしいことかと思いま

すけれども、あくまでもボランティア的な部分と、そしてやはり収益、公益性をも

たらすという意味で、しっかりとしたこちらの町には団体もあります。  

 そういった意味で、補助金を受けながら一生懸命ボランティアの人も巻き込んで、

例えばお祭りにしてもそうですけれども、そういうことの中で、やはりその主体的

に行っている事業者の方々に積極的にやはり参加していただいたり、またその方々

に尐し投資というか、補助金であるならば補助金で結構なんですけれども、して、

時には自主財源を多分その案分の中で今までも提供していると思いますけれども、

そのような中でやはり各団体の方にも、尐し責任感と、そしてやる気のあるやる気

スイッチを入れていただくような町としての取り組みというのを、そういう意味で

は一歩進んだ踏み込みをしていただきたいなというところでございますけれども、

あくまでもその支援金や補助金、県や国からの補助金だけでなく、今あるものに対

してもう尐し皆さんで啓発をして、還元していただける事業に育成していけたらな、

いっていただけたらなという希望から申し上げました。ぜひよろしくお願いいたし

ます。  

 企財課の課長も非常にそういうことには積極的に取り組んでいただいております

ので、私からはそれ以上はもう余り言いませんし、今お祭り、しゃくなげ公園祭り

や町のお祭りもありますけど、そこをまた派生してね、皆さんボランティアも参加

します。それも住民型の住民参加型の行政サービスまでいかないでしょうけれども、

いろんなまちおこしでかかわっているということで、さらにこれをまたその内容を

よく精査して、その方法についてはいろんな反省会の中で、いかにそれがまた町の

収入にまでなるようなふうに企画をして、また私も協力したいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。  

 それでは、済いません、続けてよろしいでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   続けてください。  

○２番（井田理恵君）   はい。  

 次に、まず住民参加型事業の中で、今２番の中で触れられたところでもう一つ補

足をしたいのですけれども、町庁舎の行政サービスではないんですけども庁舎サー
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ビスについてちょっと述べさせていただきます。  

 ソフト面に関することなんでございますが、当町の役場窓口での地域の方々から

の声はさまざまあります。人それぞれですから、特別な受け取り方の方もおります

でしょう。それはそれでよしとする判断もあります。私は、時々町民の方に「横を

向いているんで、どうやって声をかけていいかわかんない。銀行とは違うね。井田

さん、あれは何とかならないの」と、そんなことを言われたときもありました。  

 でも、私調べてみましたら、ほかの市町村、佐久市、小諸市、それから軽井沢町、

この近辺ですけれども、立科町、東御市まで行きましたけれども、みんな机は来る

人に対してやはり銀行のように前を向いているわけではないんですね。横に並列に

なってます。  

 そのとき私が答えたことは、うちの職員の人も、それは会社の事務でもそうです

けども、その事務の仕事を一生懸命してます。それを一生懸命仕事ですから、そこ

に向かって集中してやればやるほど、やはり気が散漫にしていけば、いろんなとこ

ろに気が行くでしょうけれども、尐ない人数で頑張ってます。そんなときにそれは

悪意があるとか、意図があるとか、そういうことではなくて、やはりそれは声をか

ける今みんな尐ない人数でやってますから、そう受け取り方もさまざまですねって、

そんな感じでも言いました。だから、そんな目で見てやるのも大事ですよっていう

ふうに返したことがあります。  

 そこを、そんなことがあったので調べてみたりしました。ちょっと本当にこれも

私も自画自賛みたいになってしまって恥ずかしい、私が言うことではないかもしれ

ませんけれども、町外から来る方や、それから町外の業者さん、ほかのところを回

ってる業者さんにも聞きましたら、要するに客観的な目で聞きましたら、「御代田

町はほかと比較して親切で優しい」という、そういうお褒めのお言葉をいただきま

した。  

 ちょっと憎たらしいなと思いましたけれども、でも単純にそのくらいなんか、だ

めなところはないかっていうような気持ちで聞きましたけれども、本当にそういう

お言葉を聞きました。これも本当にそれは外からの人の声で、いろんな受け手がい

ます。  

 では、なぜ住民の方々はまだまだ印象が合致しないところがあるんでしょうか。

やはりそこで差が生じます。本当にこれは行政サービスでソフトの面ですので、取
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るに足りないことと言えばそれまでかもしれませんけれども、限られた職員数の中

では、やはり時々時期的に忙しい時期なんかありますよね。年度末やそういうとき

に限られた職員数では対応しきれないときもあるのではという、私たち女性たちで

尐し座談会を組みましたら、そんな声もありました。  

 そんな中で、やっぱりデスクの配置っていうのは、もうみんなそういう官公庁っ

て基本的には一緒ですね。どこかの市のように、コンシェルジェのように総合窓口

や案内の人を１人張りつけておくほど余裕があるわけではありません。でも、知恵

を絞ればいろんなことが、サービスができるのではないかと思います。やはり高齢

の方、いろんな方がいます。そんな中で、やっぱりこれだけお褒めの言葉をいただ

いてるならば、一番を目指すのもいいのかなと思います。  

 近隣市町村に対して、もう皆さん頑張ってると思いますけれども、やはり優しい

笑顔や視覚的な要素、そしてやはりそういう、じゃあどういうふうになんかアイデ

アがないかなって皆さん考えて、私も考えたんですけれども、これは無理かなとも

思いますが、例えばうんと忙しい時期的に、退職した方々の再任用、本当に何日か

でもいいんですけれども、例えば立っていただく。それはもうまさに民間なんです

けども、本当のボランティアや民間の方だと、個人情報やいろんなことがあるので、

多分だめだと言われるかなと思います。  

 これもいろいろ考えてみますと、経費的な面でちょっと厳しいのかなとも思いま

すが、であるならば、例えば１人だけでも当番で正面を向いているような、そんな

ような机の配置をできたら、ちょっと町民の方々の印象、ほんとにそんなことでこ

の町っていい町だなって、そんなような価値観っていうのもあるんですね。  

 ですので、中から創意工夫できる気概をね、もともと気概があります。若い人た

ちの職員の人たちが大分ふえました。若い人たちを中心に、そのような創意工夫を

していただければと思うんですが、いかがでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   内堀豊彦副町長。  

（副町長  内堀豊彦君  登壇）    

○副町長（内堀豊彦君）   お答えをしたいと思います。  

 おっしゃってることはまことにそのとおりだと思いますけれども、私は副町長っ

ていう立場で、職員を管理監督をすべき立場の中で言わさせていただきますけれど

も、もし例えば不機嫌なような状況があるとか、来られたお客さんにもしそういう
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状況を与えているとすれば、それはもうすぐそこで言っていただいて、私どもはど

んな状況があろうと、お客さんに対してその感じ、要するに悪い感じ、悪い雰囲気

を与えることはあってはならないことで、もしあるのであれば、これは絶対に直し

ていかなければいけない。  

 それから、あわせまして、これもいつも職員に指導してるんですけれども、役場

に見えられた方たちにつきましては、全てお客様ですので、例えば議員さんたちで

も、一般の方たちでも、１日に５回会ったとしたら５回「こんにちは」と頭を下げ

なさいよと。１回会ったからいいわけじゃないんですよと、そういうことは徹底し

てやっております。  

 もしそういうことがきちんとできていないのであれば、我々にも言っていただい

て、直すべきは直してこれから徹底してやっていきたいと思います。人間が足りる

とか足りないとかって、そういう考え方を私どもしておりませんので、よろしくお

願いをしたいと思います。  

 それと、あと席の向きとか、そういう問題については、今後新庁舎の建設等も含

めて、今事務改善委員会というところで、やっぱりどうあるべきかということを、

個々の小さい問題から今積み上げておりますので、それもきちんと研究し、検討し、

改善をして見えられるお客様に対して不快な思いを与えない、きちんとしたサービ

スができる、その体制をきちんとつくっていきたいと思いますので、また議員さん

にもいろいろ御指導していただいて、よろしくお願いをしたいと思います。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   副町長からみずから、自分たちを律するというような、に近いお

言葉もいただきました。そして、私もこの新庁舎に向けて、今あるものについて大

幅な何かを、ちょっと机の位置をずらせ的なことしか、アイデアなんですよね、あ

くまでも。  

 そんなことでも冒頭に出ましたけれども、むすっとしたそういった表情をして、

何かされたとか、そういった声は私は聞いてません、実際に。やはりでもそのとき

の状況によってね、行く人の気持ちで機嫌悪かったりする、そんなこともあります。

でも本当にそういうようなことで、今言いました小さいことでも積み上げていくと、

本当に大きな価値観になりますので、ぜひ検討していただけるということですので、

今からまたそういうアイデアもいろいろ組み立てて、さらに皆さんの職員の資質向
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上、トップレベルにいってますので、そういう意味では口角を上げてサービス精神

を持ってやって、一生懸命ながらもまた事務等の頭の切りかえ大変だと思いますけ

れども、そちらのほうもぜひよろしくお願いしたいと思います。ありがとうござい

ます。  

 済いません、続けます。よろしいでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   続けてください。  

○２番（井田理恵君）   それでは、２番目です。  

 産業・事業を盛り立てるトップセールスということで、主要基幹産業の農業に並

び、企業支援も町として重要であると捉えられる。トップ同士の共通理解はという

ことと、そして、２番、各産業・事業振興のためにリーダーの骨太なネットワーク

力・交渉力・発信力などが今後ますます求められる。どう取り組むか町長に伺いま

すということです。  

 当町には、やまゆり工業団地といって、１８号線の入り口にも看板がございます

けれども、シチズンマシナリーミヤノ、そしてシチズングループでありますシチズ

ンファインテックミヨタ、こちら調べますと高額デバイス、水晶震動粒子、光通信

の部品ですね、それからミネベアさんに至っては、もう皆さんこれは本当に御代田

町で根を張ってきていただいてる３社でございます。  

 ミニチュアボールベアリング、世界シェアでナンバーワンです。ここに根付いて

何十年も頑張っていただいております。ＣＮＣ自動旋盤の開発、こちらはシチズン

マシナリーミヤノでの自動旋盤の工作機械です。ミネベアはミニチュアボールベア

リングということで、本当に世界のシェアがナンバーワンの会社があります。  

 そんなような中で、ホームページなども見ても、ちょっとそれを宣伝とは、特定

の企業を宣伝するというのは、また問題があるのかもしれませんけども、それだけ

の会社、大企業がありながら、ホームページが全て町が支援してるかどうかという

ことの判断ではありませんけれども、何か私も一番最初のときに、ことしにも申し

上げましたけれども、最初の一般質問のときに言いましたけれども、尐し寂しい、

そんな感じがします。  

 やはりここに根を張って一生懸命、本当に土台となる中小企業も含めてのことで

ございますけれども、そういった企業に対して今どのような支援をされて、企業支

援というか、ＰＲとかバックアップをされているのか、そのようなことも含めまし
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て、これもちょっと概念的で申しわけありませんけれども、よろしくお願いいたし

ます。  

○議長（笹沢  武君）   茂木祐司町長。  

（町長  茂木祐司君  登壇）    

○町長（茂木祐司君）   お答えさせていただきます。  

 僕も町長という職が７年たちましたけども、最初に企業訪問を当然のことながら

したんですけれども、そのときに驚いたのは、「町が何しに来たの」っていうこと

なんですよね。私どもとしては、結局何か押しつけられるというか、なんかそんな

んで来たのかという、非常に違和感が訪問したらあって、いやいや、皆さんが困っ

てることや、いろいろ町に対する要望などがあったらお知らせくださいということ

で、企業訪問を始めまして、それでとてもそれ以来企業との関係は良好な関係にな

ってきてるかなというふうに思ってます。  

 例えば、町として当時シチズンファインテックなどが都市ガスを使ったガスコー

ジェネレーションですかね、いわゆるその重油から天然ガスを使ってという、例え

ばそのパイプを前のとおり掘ってやったわけですけれども、でもそれを例えばその

後の鋪装はじゃあ町でやりますよとか、そういうことなんかもやったり、ミネベア

でもあれ駐車場でしたかね、そういう要望もあったりして、そういうことにも町と

してかかわったりというようなことで、それとか企業の側からも龍神まつりのとき

の駐車場っていうことがあって、企業の皆さんに駐車場をぜひ開放してほしいって

いうようなこともお願いして、そういうことも今駐車場も利用させていただいたり、

そういう意味では企業との関係は、僕はちょっと前はわかりませんけども、私の最

初から訪問したときから見ると、非常に今良好な関係になっているのかなっていう

ふうに思ってます。  

 １年に１回そういう町の課長も交えた意見交換会なんかも行っていますし、そん

な取り組みをしている成果が出てきてるのかなという感じがしています。  

 それとか、町では法人町民税、法人税の引き下げということも、この間、この議

会でも専決処分のところで報告がありましたけども、法人町民税についても引き下

げをして、地元の企業が海外に行ってしまったり、そういうことがないように多尐

なりとも支援ということで、引き下げも実施してまいりました。  

 いずれにしても、御代田町の特質としては、他の市町村長から御代田町の評価と
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して言われるのは、小さい町なのに優良な企業がとても多いということが精密関連

ですけども、非常にこれはうらやましがられる内容で、御代田町の印象としては、

そういう印象をお持ちのようです。  

 ですから、そうした先人の皆様がつくってきていただいた御代田町としての非常

に発展性のある企業との連携というものは、町としては重要課題として位置づけな

ければならないと思っています。  

 御質問にお答えしたかどうかわかりませんけども、以上です。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   今御答弁いただきましたけれども、こちらにいる同僚の五味議員

も元ミネベア出身ということでお話をちょっと聞きました。かつてはやはりその生

産努力や企業の収益性を高めるために一心不乱にやっていたということで、町に対

して何かを協力するとか、そういうことについて、またそのような余裕というか、

指定はなかったような、そういう町との連携関係というのは余りなかったような印

象があるという話を聞きました。  

 その中で、今御代田町の企業も、成熟した企業ももちろんのこと、社会貢献、地

域貢献というのが今必ず言われております。その中にやはりミネベアさん、シチズ

ンさんやほかのシチズングループさんにおいても、いろんな部分で災害協定、いろ

んなところでいただいているということも承知しております。  

 ただ、そんな中でやはり今若年層の例えば定住化、こちらに勤めている方たちた

くさんいますね。他市町村から来てる人たちもいます。こちらにお家を建てていた

だいた方もたくさんいると思います。やはり今、であるならば、ますますその連携

を高めていただいて、例えばお正月の４日に皆さんで集まる会においても、課長さ

んがいらっしゃいますけれども、社長さんがいらっしゃれるくらいな連携力を上げ

ていただければいいかなと思います。  

 そうすると、やっぱりちょっと違うんですね。町の表情というのも、そういう本

当のトップ中のトップの方に来ていただくという努力、そういうコミュニケーショ

ン力っていうのも、これから首長としてさらに、今度町長選挙があるから、また今

現在の町長にお聞きします。そういうことで、ぜひ期待したい。これからなる方に

対して、私はそういう希望を持ちます。  

 トップリーダーとして、またこの東信地方の中でも、御代田町は決して後からほ
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かの地域から何してるんだと言われるような地域ではありません。合併もせずに、

合併債の特例なんかも使わずに一生懸命やってきたところです。そんな自負を持っ

て、ぜひこれからむしろこの東信地域のリーダーたれと私はぜひもう生意気ながら

も、そのような意気込みでやっていただきたい、御代田町の首長としては思います。  

 そして、それは下段の話、前日の皆さんの話にもありましたけど、当然これから

上げる広域での一部事務組合の中での発言などにおきましても、ついでに言って申

しわけありませんけれども、ぜひ発揮していただきたいなと思うところであります。  

 それで、そんな中でトップセールスをということでありまして、その関連として

実はこれも尐しやってると言われればそれまでなんですが、メルシャン跡地の例え

ば企業誘致にしても、各担当の人がよく今までのトップセールスというのは、各担

当の課長さんや部長さんが行って名刺を置いてきて、セールスここはこうですから、

どうぞもしよかったら来てくださいというようなことで、一度持ち帰ってタイムラ

グがありますね。そして、それを精査してから後からトップが行くと、そういうの

が普通の行政のトップセールスだと思うんですけれども、ちょっとそれはほかでも

いろいろ調べた結果、そういう概念があるそうです。  

 けれども、すぐれたトップセールスというのは、もうなから詰めていて、いざと

いうときにもう本当に首長がそこに行って、即決でそれこそ首をかけて、何でもそ

うですけれども、首をかけて決めてくるという気持ちで物事、事業を進めていくと

いう、行ってだめだったんだけど、また戻ってくる。尐しまた時間差があったら、

もう時間がたってしまった。やっぱりこれからいろんな意思決定の中で、スピード

感というのが非常に問われてくると思うんですね。  

 そういう中でのトップセールスというか、その企業誘致にしても、メルシャン跡

地にしても、なかなか今交渉中であるということですけれども、そのような努力を

されているのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。  

○議長（笹沢  武君）   茂木町長。  

○町長（茂木祐司君）   今トップセールスどうなのかっていうことですけれども、僕もい

ろんな市町村での市町村長の活動の幅っていうことを見ていますけども、非常にそ

の首長によって大きな違いがあるなというふうに感じてますけども、もし私自身の

そのトップセールスという点で見たときには、かなり積極的にやっている首長さん

から見れば、かなりレベルが低い。恐らく私個人、私の評価としてはちょっとトッ
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プセールスは、かなりまだ低いレベルにあるのではないかと思って、それは常々思

っています。  

 いずれにしても、メルシャン跡地その他の問題、当然今後のどうしていくのかっ

ていうことがありますので、私としては、課長の皆さんがそれぞれ対応していただ

いておりますけれども、首長としてどうなのかという点では、それは非常にまだま

だ消極的なものだと思っておりますので、この点は改良していかなければいけない

という一つの私のテーマでもあるかなと思っています。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   思った以上に真摯な受けとめをされて、ちょっと突っ込みようが

ないんですけれども、そういう御自覚のもとにぜひ頑張っていただきたいなと思い

ます。自分を知ることというのは、私自身もそうですけれども、非常に大事なので、

一生のテーマかと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それで、これはちょっと一つ余談で、計画以上に早く進んだので、余談というか

関連していることで申し上げさせていただきますけれども、今年度５月に出された

日本経済新聞、産経新聞などによりますと、尐子高齢化で２０４０年までに半分の

自治体が消滅すると言われています。  

 これはもう本当に統計的な記事で、一言で簡単に言うと、人口１万人前後を上下

するような、うちも今１万５ ,０００人いますけれども、それもそれまでの間にど

んどん減っていくと、いろんなことが考えられます。日本創成会議の中で、やはり

そういう１万人を推移するような自治体は、確実と言ってもいいほど消滅していく

と言われています。  

 そんな中で、今も言いましたけれども、御代田はほんとに過去１０年、決算の見

方も今勉強中でありますけれども、ちょっとそれこそ誇らしいぐらい健全財政の中

で、ただ堅実ということで、そういう意味では大きな投資もされていないというこ

とで、今のところはいいと思います。  

 でも、将来を見据えたいろんなことは、これからいろいろ協議されていくと思い

ますけれども、そんな中でやはりこれからは合併債もなくなって、ほかの自治体も

みんな躍起になっていきますので、もう競争というか、いかに人口をふやすかや、

そんなことを対策をコンパクトシティだの、いろんなことが取り組まれております

ので、御代田町は特別なことをしないということが、またこの堅実な中であると思
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いますが、でもやはりその中で首町の存在というんですかね、いろんな部分で、人

がいろんな力をつくっていくということもあります。  

 最終的には人間がつくっていく、リーダーがつくっていくという、そういうこと

に尽きるようなことも一つの論としてはありますので、ほんとに明確な意思決定力

を迅速につけていただけるように、頑張っていただきたいと思います。済いません。

なんかすごい説教くさいこと言っちゃって申しわけありません。  

 それでは、３番目、南小学校改修工事で、プール改修はということで、教育委員

会のほうにお伺いいたします。  

 ことしの夏に事業執行予定の南小学校大規模工事の補修改修工事ですけれども、

プールの床については本体外のため、予算外で執行予定にないとされている。床面

の劣化、ひび割れに対し安全性の問題で保護者からの心配の声が上げられています。

ぜひ順次改修の対象を望むが、教育委員会の考えはということで、私もいろいろお

声を聞きまして、ＰＴＡ作業等にこれ前々からずっと長くそうなっていたというこ

とではありませんので、言っておきますけれども、ただ今度は一気に出ることで

す。  

 ＰＴＡ作業などでしたときにも、保護者の方々が本当に自分たちでパテを張って

作業を一日がかりで、それはもう南小学校だけではありませんで、北小学校もそう

いう必要なことはもうボランティアとして、ＰＴＡの保護者の皆様方にやっていた

だいてます。いろんな機能のことや。  

 ただ、その安全性、プールというのは、南小学校もどんどん児童数がふえており

ます中で、その安全性の部分で、もう既にそういうことが出てしまって、自分たち

だけでは手に負えないような状況が、もうちょっと出てるということです。  

 こちらの資料もいただきましたけれども、ちょっとこの資料について、やはりも

うちょっと説明をいただいたり、こちらのプールのね、お願いしたいところでござ

います。教育委員会と保護者との風通しをよくしていただきたいという目的で申し

上げました。よろしくお願いいたします。  

○議長（笹沢  武君）   重田重嘉教育次長。  

（教育次長  重田重嘉君  登壇）    

○教育次長（重田重嘉君）   お答え申し上げます。  

 まず、今回の南小学校の大規模改造工事の中身でございます。この工事は、学校
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施設環境改善交付金という補助を受けまして実施します。それで、本議会の初日に

工事の契約議決をいただき、主に夏休み期間中を重点的に工事をいたします。  

 建築も２０年以上経過した建物の耐久性の確保を図るための工事が対象となりま

す。実施に当たっては、外部及び内部の両方を同時に全面的に改造することが原則

となっております。児童の安全確保と施設の長寿命改良といいますか、を図ること

が目的でございます。  

 今回、そちらお手元に差し上げた資料は、膨大な設計書の中で主に仕上げ表的な

ものでございます。それで、今回南小学校で予定してる工事は、主な内容ですが、

児童用トイレ、それから職員用トイレがまだ洋式化されてないということの中で、

今回洋式化の改修を行います。  

 それから、教室にはエアコンもなく、扇風機もなかった状況の中で扇風機を取り

つけます。それから、一部保健室っていいますか、そちらにはエアコンを設置しま

す。それから、窓ガラスはやはり北小と同じように、地震とか噴火の際に備えて、

ガラス飛散防止フィルムというのを全て張る予定でございます。それから、教室、

廊下の床の修繕、それから外壁の塗りかえといいますか、耐久性を持たせる塗りか

え、それから屋根の塗装、それから地下のオイルタンクが老朽化しておりまして、

そのタンクの補修を行う。  

 主にこういった内容で改修を、昨年北小学校を行いましたが、本年度は南小学校

を行う予定でございます。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   お戻りのところを申しわけないんですけれども、それではこのや

はり確認ですけれども、国庫補助金から出てるということで、３分の１ということ

ですね。これは今聞いたことじゃなく、事前に聞いたことですけれども、その中で

やはり床の部分については本体外のためということは、この私が通告したとおりで

よろしいでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   重田教育次長。  

○教育次長（重田重嘉君）   お答え申し上げます。  

 いわゆる教室面積、廊下面積の７割以上の床の工事については、対象工事という

考えで申請しております。ただ、今回この御指摘のプールという部分、プールのい

わゆるプールサイド、確かにいわゆるクラックまでいかないんですが、ひび割れと
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いうのがやはり何年かするとどこのプールも起きてくるわけです。それのいわゆる

補修といいますか、塗りかえのことを議員がおっしゃってるかと思いますが、やは

りその程度のものは対象にならない、いわゆる補助対象外であります。  

 ただ、今回この工事に当たりましては、学校と綿密な打ち合わせをして、幾つか

のいわゆる予定工事の中で検討をしてきた経過がございます。現在、南小のプール

サイドにつきましては、いわゆるマット、夏なんかやはり外のプールですので、暑

いですので、全面マットを敶いて夏場やってます。そのマットは、更衣室のほうへ

冬場は格納して、また夏場は出すという形の中で、まだまだ安全面では支障がない

という結論に至りまして、今回この工事には取り上げなかったという経過がござい

ます。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   済いません、時間が迫ってますので、ちょっと早口で申し上げま

すけれども、やはりそのマットで対応するということも聞きました。ぜひそこで、

ちょっとやっぱり見解の相違があります。それは今ひび割れは安全面に支障がない

というのは、やはり保護者の方々が本当に応急的に自分たちの持ち出しでやってま

す。学校の設備を自分たちの持ち出しでやってます。  

 ですので、せめてこうしたハードの部分は、これ何年前に、そんなにうんとたっ

てないからとか、そういう話でなく、やはりありがたいことに子供がふえているの

で、そこは劣化したりするのは当然かと思いますので、ぜひ校長先生もちょっと町

に対して言いづらいとか、私最初に申しましたけれども、そういう雰囲気がないよ

う、なくなるような教育委員会という意味も含めて、ぜひ風通しがよく、その教育

的なことっていうのも、今本当は実は最優先事項ですよね。  

 そのハードの部分についても、ぜひ保護者の人たちの、本当にこれももう一人け

がする、足を切るっていうのは本当に大変なことですよね。ですので、ぜひやって

いただけるように順次予算づけをしていただけるようにお願いしたいんですが、い

かがでしょうか。  

○議長（笹沢  武君）   重田教育次長。  

○教育次長（重田重嘉君）   お答え申し上げます。  

 学校関係の予算取りにつきましては、その都度計画的にやはり行っております。

その計画の中では、中学校の建てかえがあったり、昨年の北小のグラウンド、それ
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から北小の大規模改造、そして今回の南小、大きなものはそういう形になってます。

それから、細かなものにつきましても、毎年の予算要求の中で実際に現場を見たり

して、緊急性があるのかどうかといったような評価をしまして、順次対応をしてお

ります。  

 今回のこのプールの件につきましても、たまたまお話を伺いますと、そのＰＴＡ

作業を行うについて、プールのフェンスの塗りかえだとかという中で、ここにひび

割れがあるというようなことの中で、塗りかえたいというようなお話だったようで

すが、危険性ということであれば、また早急に対応はしていきます。  

○議長（笹沢  武君）   井田理恵議員。  

○２番（井田理恵君）   ありがとうございます。客観的なその判断というのも、教育だか

らという特別なことはないと思いますので、その辺は結構でございますけれども、

もちろん結構でございます。  

 ただ、やはりその部分と思いの部分、やはりこれも保護者の思い、そして子供た

ちに対する思いプラス客観的な判断ということで、やはりその場に応じて緊急性な

ことがあれば対応していただくということで、校長先生がより話しやすい、そして

その協議も言いやすい、予算もちょっと遠慮して言いづらいという雰囲気のないよ

うに、そして今年度喫緊としては、ことしは持つけれども、来年はちょっと厳しい

というような声もいただいてますので、その経過をぜひ見ていただいて、適切な予

算化をお願いしたいと思います。  

 最後に、教育行政に関して、平成２７年度教育委員会の教育行政の組織並びに運

営に関する法律の一部を改正する法律など概要ということで、教育委員会制度が

２７年から変わることになりました。首長が教育長をみずからの権限で、みずから

の考えと同じ教育長を指名するということで、教育委員長がいなくなり、そういっ

た決定、大幅な戦後から新しい初めての教育委員会制度改革であります。そういう

意味で、首長としての教育的な見識というのも、これから非常に求められてきます。

ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。  

 これで私の質問を終わります。  

○議長（笹沢  武君）   以上で、通告９番、井田理恵議員の通告の全てを終了いたします。  

 以上をもちまして、一般通告質問の全てを終了いたします。  

 本日はこれにて散会いたします。  
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 大変御苦労さまでした。  

散  会  午後  ２時２７分  


